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(57)【要約】
【課題】十分なホール蓄積層の実現と暗電流の低減とを
両立させることを可能とする。
【解決手段】入射光を光電変換する受光部１２を有する
固体撮像装置１において、前記受光部１２の受光面１２
ｓに形成した界面準位を下げる膜２１と、前記界面準位
を下げる膜２１上に形成した負の固定電荷を有する膜２
２とを有し、前記受光部１２の受光面１２ｓ側にホール
蓄積層２３が形成されることを特徴とする。
【選択図】図１
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　入射光を光電変換する受光部を有する固体撮像装置において、
　前記受光部の受光面に形成した界面準位を下げる膜と、
　前記界面準位を下げる膜上に形成した負の固定電荷を有する膜とを有し、
　前記受光部の受光面側にホール蓄積層が形成される
　ことを特徴とする固体撮像装置。
【請求項２】
　前記負の固定電荷を有する膜は、
　酸化ハフニウム膜、酸化アルミニウム膜、酸化ジルコニウム膜、酸化タンタル膜、また
は酸化チタン膜
　であることを特徴とする請求項１記載の固体撮像装置。
【請求項３】
　前記界面準位を下げる膜は酸化シリコン膜からなる
　ことを特徴とする請求項１記載の固体撮像装置。
【請求項４】
　前記受光部の側部に周辺回路が形成された周辺回路部を有し、
　前記負の固定電荷を有する膜の前記周辺回路部表面からの距離が前記受光部表面からの
距離よりも長くなるように、前記周辺回路部表面と前記負の固定電荷を有する膜との間に
絶縁膜が形成されている
　ことを特徴とする請求項１記載の固体撮像装置。
【請求項５】
　前記受光部の側部に周辺回路が形成された周辺回路部を有し、
　前記周辺回路部上と前記負の固定電荷を有する膜との間の絶縁膜とは、酸化シリコン膜
、窒化シリコン膜、酸窒化シリコン膜の１種もしくは、複数の膜種の積層構造によって構
成されている
　ことを特徴とする請求項１記載の固体撮像装置。
【請求項６】
　前記固体撮像装置は、
　入射光量を電気信号に変換する受光部を有する複数の画素部と、前記画素部が形成され
た半導体基板の一面側に配線層を備え、前記配線層が形成されている面とは反対側より入
射される光を前記受光部で受光する裏面照射型固体撮像装置である
　ことを特徴とする請求項１記載の固体撮像装置。
【請求項７】
　入射光を光電変換する受光部を有する固体撮像装置において、
　前記受光部の受光面に形成した前記入射光を透過する絶縁膜と、
　前記絶縁膜上に形成した負電圧を印加する膜とを有し、
　前記受光部の受光面側にホール蓄積層が形成される
　ことを特徴とする固体撮像装置。
【請求項８】
　前記負電圧を印加する膜は、前記入射光を透過する導電性材料からなる
　ことを特徴とする請求項７記載の固体撮像装置
【請求項９】
　前記受光部の側部に周辺回路が形成された周辺回路部を有し、
　前記負電圧を印加する膜の前記周辺回路部表面からの距離が前記受光部表面からの距離
よりも長くなるように、前記周辺回路部表面と前記負電圧を印加する膜との間に絶縁膜が
形成されている
　ことを特徴とする請求項７記載の固体撮像装置。
【請求項１０】
　前記受光部の側部に周辺回路が形成された周辺回路部を有し、



(3) JP 2008-306154 A 2008.12.18

10

20

30

40

50

　前記周辺回路部上と前記負電圧を印加する膜との間に、酸化シリコン膜、窒化シリコン
膜、酸窒化シリコン膜の１種もしくは、複数の膜種の積層構造によって構成された膜が形
成されている
　ことを特徴とする請求項７記載の固体撮像装置。
【請求項１１】
　前記固体撮像装置は、
　入射光量を電気信号に変換する受光部を有する複数の画素部と、前記画素部が形成され
た半導体基板の一面側に配線層を備え、前記配線層が形成されている面とは反対側より入
射される光を前記受光部で受光する裏面照射型固体撮像装置である
　ことを特徴とする請求項７記載の固体撮像装置。
【請求項１２】
　入射光を光電変換する受光部を有する固体撮像装置において、
　前記受光部の受光面側上層に形成した絶縁膜と、
　前記絶縁膜上に形成したもので前記光電変換する受光部の受光面側の界面よりも仕事関
数の値が大きい膜と
　を有することを特徴とする固体撮像装置。
【請求項１３】
　前記固体撮像装置は、
　入射光量を電気信号に変換する受光部を有する複数の画素部と、前記画素部が形成され
た半導体基板の一面側に配線層を備え、前記配線層が形成されている面とは反対側より入
射される光を前記受光部で受光する裏面照射型固体撮像装置である
　ことを特徴とする請求項１２記載の固体撮像装置。
【請求項１４】
　半導体基板に入射光を光電変換する受光部を形成する固体撮像装置の製造方法において
、
　前記受光部が形成された半導体基板上に界面準位を下げる膜を形成する工程と、
　前記界面準位を下げる膜上に負の固定電荷を有する膜を形成する工程とを有し、
　前記負の固定電荷を有する膜により前記受光部の受光面側にホール蓄積層を形成させる
　ことを特徴とする固体撮像装置の製造方法。
【請求項１５】
　前記負の固定電荷を有する膜を形成する工程は、
　原子層蒸着法によって前記界面準位を下げる膜上に第１酸化ハフニウム膜を形成する工
程と、
　物理的気相成長法によって前記第１酸化ハフニウム膜上に第２酸化ハフニウム膜を形成
する工程と
　を有することを特徴とする請求項１４記載の固体撮像装置の製造方法。
【請求項１６】
　前記第１酸化ハフニウム膜を前記負の固定電荷を有する膜として必要な膜厚のうちの少
なくとも３ｎｍ以上の膜厚に形成する
　ことを特徴とする請求項１５記載の固体撮像装置の製造方法。
【請求項１７】
　半導体基板に入射光を光電変換する受光部を形成する固体撮像装置の製造方法において
、
　前記受光部の受光面に前記入射光を透過する絶縁膜を形成する工程と、
　前記絶縁膜上に負電圧を印加する膜を形成する工程とを有し、
　前記負電圧を印加する膜に負電圧を印加することにより前記受光部の受光面側にホール
蓄積層を形成させる
　ことを特徴とする固体撮像装置の製造方法。
【請求項１８】
　半導体基板に入射光を光電変換する受光部を形成する固体撮像装置の製造方法において
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、
　前記受光部の受光面側上層に絶縁膜を形成する工程と、
　前記絶縁膜上に前記光電変換する受光部の受光面側の界面よりも仕事関数の値が大きい
膜を形成する工程と
　を有することを特徴とする固体撮像装置の製造方法。
【請求項１９】
　入射光を集光する集光光学部と、
　前記集光光学部で集光した前記入射光を受光して光電変換する固体撮像装置と、
　光電変換された信号電荷を処理する信号処理部とを備え、
　前記固体撮像装置は、
　前記入射光を光電変換する前記固体撮像装置の受光部の受光面に形成した界面準位を下
げる膜と、
　前記界面準位を下げる膜に形成した負の固定電荷を有する膜とを有し、
　前記受光部の受光面にホール蓄積層が形成される
　ことを特徴とする撮像装置。
【請求項２０】
　入射光を集光する集光光学部と、
　前記集光光学部で集光した前記入射光を受光して光電変換する固体撮像装置と、
　光電変換された信号電荷を処理する信号処理部とを備え、
　前記固体撮像装置は、
　前記入射光を光電変換する前記固体撮像装置の受光部の受光面に形成した絶縁膜と、
　前記絶縁膜上に形成した負電圧を印加する膜とを有し、
　前記絶縁膜は前記入射光を透過する絶縁膜からなり、
　前記受光部の受光面にホール蓄積層が形成される
　ことを特徴とする撮像装置。
【請求項２１】
　入射光を集光する集光光学部と、
　前記集光光学部で集光した前記入射光を受光して光電変換する固体撮像装置と、
　光電変換された信号電荷を処理する信号処理部とを備え、
　前記固体撮像装置は、
　前記入射光を信号電荷に変換する前記固体撮像装置の受光部の受光面側上層に形成した
絶縁膜と、
　前記絶縁膜上に形成したもので前記光電変換する受光部の受光面側の界面よりも仕事関
数の値が大きい膜と
　を有することを特徴とする撮像装置。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、暗電流の発生を抑制した固体撮像装置とその製造方法および撮像装置に関す
る。
【背景技術】
【０００２】
　従来、ビデオカメラやデジタルスチルカメラなどにおいて、ＣＣＤ（Charge Coupled D
evice）やＣＭＯＳイメージセンサで構成された固体撮像装置が広く使用されている。こ
れらの固体撮像装置に共通して、感度の向上と並んでノイズ低減は重要な課題である。
【０００３】
　特に、入射光が無い状態で、入射光の光電変換により生じる純粋な信号電荷が無いにも
かかわらず、受光面の基板界面に存在する微小欠陥から発生する電荷（電子）が、信号と
して取り入れられて微小電流となって検知される暗電流や、受光部と上層膜との界面にお
ける界面準位が発生源となる暗電流は、固体撮像装置として低減されるべきノイズである
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。
【０００４】
　界面準位起因の暗電流の発生を抑制する手法として、例えば、図４２（２）に示すよう
に、受光部（例えばフォトダイオード）１２上にＰ+層からなるホール蓄積（ホールアキ
ュムレーション）層２３を有する埋め込み型フォトダイオード構造が用いられている。な
お、本明細書では前記埋め込み型フォトダイオード構造をＨＡＤ（Hole Accumulated Dio
de）構造と呼ぶことにする。図４２（１）に示すように、ＨＡＤ構造を設けない構造では
界面準位に起因して発生した電子が暗電流としてフォトダイオード中に流れ込む。一方、
図３８（２）に示すように、ＨＡＤ構造では界面に形成されたホール蓄積層２３によって
、界面からの電子の発生が抑制される、また界面から発生する電荷（電子）が発生したと
しても、受光部１２のＮ+層でポテンシャルの井戸になっている電荷蓄積部分に流入する
ことなく、ホールが多数存在するＰ+層のホール蓄積層２３を流動し、消滅させることが
できる。よって、この界面起因の電荷が暗電流となって検知されることを防ぐことができ
、界面準位起因による暗電流が抑制できる。
【０００５】
　このＨＡＤ構造の作製方法としては、基板上に形成された熱酸化膜またはＣＶＤ酸化膜
を介して、Ｐ+層を形成するような不純物、例えばホウ素（Ｂ）や二フッ化ホウ素（ＢＦ2

）等をイオン注入した後、アニールによって注入不純物の活性化を施し、界面近傍にＰ型
領域を作製することが一般的である。しかしながら、ドーピング不純物の活性化のために
７００℃以上という高温の熱処理が必要不可欠であるため、４００℃以下といった低温プ
ロセスではイオン注入によるホール蓄積層の形成が困難になっている。またドーパントの
拡散を抑制するために、高温での長時間の活性化を避けたい場合も、イオン注入およびア
ニールを施すホール蓄積層の形成方法は好ましくない。
【０００６】
　また、受光部上層に形成される酸化シリコンや窒化シリコンを、低温のプラズマＣＶＤ
などの手法で形成すると、高温で形成した膜と受光表面との界面と比較して、界面準位は
悪化する。この界面準位の悪化は、暗電流の増加を発生させる。
【０００７】
　以上のように、イオン注入および高温でのアニール処理を避けたい場合には、従来のイ
オン注入によるホール蓄積層の形成はできない上に、暗電流はより悪化する方向に向かう
。それを解決すべく従来のイオン注入によらない別の手法でホール蓄積層を形成する必要
が生じる。
【０００８】
　例えば、半導体領域内に形成された半導体領域の伝導型とは反対の伝導型を有する光電
変換素子上の酸化シリコンからなる絶縁層に反対の伝導型と同極性の荷電粒子を埋め込む
ことで、光電変換部表面の電位を引き上げ、表面に反転層を形成することで、表面の空乏
化を防ぎ、暗電流の発生を低減するという技術が開示されている（例えば、特許文献１参
照。）。しかしながら、上記技術では、絶縁層に荷電粒子を埋め込む技術が必要であるが
、どのような埋め込み技術を用いるのかが不明である。また、一般的に不揮発性メモリー
で用いられているように外部から絶縁膜中に電荷を注入するためには、電荷を注入するた
めの電極が必要となり、仮に電極を用いずに外部から非接触で電荷を注入できたとしても
、いずれにせよ絶縁膜中にトラップされた電荷がデトラップされてはならず、電荷保持特
性が問題となる。そのためには、電荷保持特性の高い高品質な絶縁膜が要求され、実現が
困難であった。
【０００９】
【特許文献１】特開平１－２５６１６８号公報
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【００１０】
　解決しようとする問題点は、受光部（光電変換部）に高濃度にイオン注入して十分なホ
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ール蓄積層を形成しようとすると、受光部にイオン注入によるダメージが入るため、高温
でのアニール処理が必須となるが、その際には不純物の拡散が発生し、光電変換特性が劣
化する点である。一方で、イオン注入のダメージを低減すべく、濃度を下げてイオン注入
を行うと、ホール蓄積層の濃度が低くなり、ホール蓄積層としての機能を十分に有しない
ものとなってしまう点である。すなわち、不純物の拡散を抑制し所望の光電変換特性を有
しつつ、十分なホール蓄積層の実現と暗電流の低減とを両立させることが困難な点である
。
【００１１】
　本発明は、十分なホール蓄積層の実現と暗電流の低減とを両立させることを課題とする
。
【課題を解決するための手段】
【００１２】
　本発明の固体撮像装置（第１固体撮像装置）は、入射光を光電変換する受光部を有する
固体撮像装置において、前記受光部の受光面に形成した界面準位を下げる膜と、前記界面
準位を下げる膜上に形成した負の固定電荷を有する膜とを有し、前記受光部の受光面側に
ホール蓄積層が形成されることを特徴とする。
【００１３】
　上記第１固体撮像装置では、界面準位を下げる膜に負の固定電荷を有する膜が形成され
ていることから、負の固定電荷に起因した電界により、受光部の受光面側の界面にホール
蓄積（ホールアキュミュレーション）層が十分に形成される。したがって、界面からの電
荷（電子）の発生が抑制されるとともに、電荷（電子）が発生しても、受光部でポテンシ
ャルの井戸になっている電荷貯蓄部分に流入することなく、ホールが多数存在するホール
蓄積層を流動し、消滅させることができる。よって、この界面起因の電荷が、暗電流とな
って受光部で検知されるのを防ぐことができ、界面準位起因による暗電流が抑制される。
さらに、受光部の受光面に界面準位を下げる膜が形成されていることから、界面準位に起
因する電子の発生がさらに抑制されるので、界面準位に起因する電子が暗電流として受光
部中に流れ込むことが抑制される。
【００１４】
　本発明の固体撮像装置（第２固体撮像装置）は、入射光を光電変換する受光部を有する
固体撮像装置において、前記受光部の受光面に形成した前記入射光を透過する絶縁膜と、
前記絶縁膜上に形成した負電圧を印加する膜とを有し、前記受光部の受光面側にホール蓄
積層が形成されることを特徴とする。
【００１５】
　上記第２固体撮像装置では、受光部の受光面に形成した絶縁膜上に負電圧を印加する膜
が形成されていることから、負電圧を印加する膜に負電圧が印加されることで発生した電
界により、受光部の受光面側の界面にホール蓄積（ホールアキュミュレーション）層が十
分に形成される。したがって、界面からの電荷（電子）の発生が抑制されるとともに、電
荷（電子）が発生しても、受光部でポテンシャルの井戸になっている電荷貯蓄部分に流入
することなく、ホールが多数存在するホール蓄積層を流動し、消滅させることができる。
よって、この界面起因の電荷が、暗電流となって受光部に検知されるのを防ぐことができ
、界面準位起因による暗電流が抑制される。
【００１６】
　本発明の固体撮像装置（第３固体撮像装置）は、入射光を光電変換する受光部を有する
固体撮像装置において、前記受光部の受光面側上層に形成した絶縁膜と、前記絶縁膜上に
形成したもので前記光電変換する受光部の受光面側の界面よりも仕事関数の値が大きい膜
とを有することを特徴とする。
【００１７】
　上記第３固体撮像装置では、受光部上に形成された絶縁膜上に光電変換する受光部の受
光面側の界面よりも仕事関数の値が大きい膜を有することから、受光部の受光側界面にホ
ール蓄積が可能なものとなる。それによって、暗電流が低減される。
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【００１８】
　本発明の固体撮像装置の製造方法（第１製造方法）は、半導体基板に入射光を光電変換
する受光部を形成する固体撮像装置の製造方法において、前記受光部が形成された半導体
基板上に界面準位を下げる膜を形成する工程と、前記界面準位を下げる膜上に負の固定電
荷を有する膜を形成する工程とを有し、前記負の固定電荷を有する膜により前記受光部の
受光面側にホール蓄積層を形成させることを特徴とする。
【００１９】
　上記固体撮像装置の製造方法（第１製造方法）では、界面準位を下げる膜上に負の固定
電荷を有する膜を形成することから、負の固定電荷に起因した電界により、受光部の受光
面側の界面にホール蓄積（ホールアキュミュレーション）層が十分に形成される。したが
って、界面から発生する電荷（電子）が、抑制されるとともに、電荷（電子）が発生して
も受光部でポテンシャルの井戸になっている電荷貯蓄部分に流入することなく、ホールが
多数存在するホール蓄積層を流動し、消滅させることができる。よって、この界面起因の
電荷による暗電流が受光部で検知されるのを防ぐことができ、界面準位起因による暗電流
が抑制される。さらに、受光部の受光面に界面準位を下げる膜が形成されていることから
、界面準位に起因する電子の発生がさらに抑制されるので、界面準位に起因する電子が暗
電流として受光部中に流れ込むことが抑制される。そして、負の固定電荷を有する膜を用
いることで、イオン注入およびアニールを施すことなくＨＡＤ構造の形成が可能となる。
【００２０】
　本発明の固体撮像装置の製造方法（第２製造方法）は、半導体基板に入射光を光電変換
する受光部を形成する固体撮像装置の製造方法において、前記受光部の受光面に前記入射
光を透過する絶縁膜を形成する工程と、前記絶縁膜上に負電圧を印加する膜を形成する工
程とを有し、前記負電圧を印加する膜に負電圧を印加することにより前記受光部の受光面
側にホール蓄積層を形成させることを特徴とする。
【００２１】
　上記固体撮像装置の製造方法（第２製造方法）では、受光部の受光面に形成した絶縁膜
上に負電圧を印加する膜を形成することから、負電圧を印加する膜に負電圧が印加される
ことで発生した電界により、受光部の受光面側の界面にホール蓄積（ホールアキュミュレ
ーション）層が十分に形成される。したがって、界面から発生する電荷（電子）が抑制さ
れるとともに、電荷（電子）が発生しても、受光部でポテンシャルの井戸になっている電
荷貯蓄部分に流入することなく、ホールが多数存在するホール蓄積層を流動し、消滅させ
ることができる。よって、この界面起因の電荷による暗電流が受光部で検知されるのを防
ぐことができ、界面準位起因による暗電流が抑制される。そして、負の固定電荷を有する
膜を用いることで、イオン注入およびアニールを施すことなくＨＡＤ構造の形成が可能と
なる。
【００２２】
　本発明の固体撮像装置の製造方法（第３製造方法）は、半導体基板に入射光を光電変換
する受光部を形成する固体撮像装置の製造方法において、前記受光部の受光面側上層に絶
縁膜を形成する工程と、前記絶縁膜上に前記光電変換する受光部の受光面側界面よりも仕
事関数の値が大きい膜を形成する工程とを有することを特徴とする。
【００２３】
　上記固体撮像装置の製造方法（第３製造方法）では、受光部上に形成された絶縁膜上に
光電変換する受光部の受光面側界面よりも仕事関数の値が大きい膜を形成することから、
受光部の受光側界面に形成されているホール蓄積層を形成することが可能なものとなる。
それによって、暗電流が低減される。
【００２４】
　本発明の撮像装置（第１撮像装置）は、入射光を集光する集光光学部と、前記集光光学
部で集光した前記入射光を受光して光電変換する固体撮像装置と、光電変換された信号電
荷を処理する信号処理部とを備え、前記固体撮像装置は、前記入射光を光電変換する前記
固体撮像装置の受光部の受光面に形成した界面準位を下げる膜と、前記界面準位を下げる
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膜に形成した負の固定電荷を有する膜とを有し、前記受光部の受光面にホール蓄積層が形
成されることを特徴とする。
【００２５】
　上記第１撮像装置では、本願発明の上記第１固体撮像装置を用いることから、暗電流が
低減された固体撮像装置が用いられることになる。
【００２６】
　本発明の撮像装置（第２撮像装置）は、入射光を集光する集光光学部と、前記集光光学
部で集光した前記入射光を受光して光電変換する固体撮像装置と、光電変換された信号電
荷を処理する信号処理部とを備え、前記固体撮像装置は、前記入射光を光電変換する前記
固体撮像装置の受光部の受光面に形成した絶縁膜と、前記絶縁膜上に形成した負電圧を印
加する膜とを有し、前記絶縁膜は前記入射光を透過する絶縁膜からなり、前記受光部の受
光面にホール蓄積層が形成されることを特徴とする。
【００２７】
　上記第２撮像装置では、本願発明の上記第２固体撮像装置を用いることから、暗電流が
低減された固体撮像装置が用いられることになる。
【００２８】
　本発明の撮像装置（第３撮像装置）は、入射光を集光する集光光学部と、前記集光光学
部で集光した前記入射光を受光して光電変換する固体撮像装置と、光電変換された信号電
荷を処理する信号処理部とを備え、前記固体撮像装置は、前記入射光を信号電荷に変換す
る受光部の受光面側上層に形成した絶縁膜と、前記絶縁膜上に形成したもので光電変換す
る受光部の受光面側界面よりも仕事関数の値が大きい膜とを有することを特徴とする。
【００２９】
　上記第３撮像装置では、本願発明の上記第３固体撮像装置を用いることから、暗電流が
低減された固体撮像装置が用いられることになる。
【発明の効果】
【００３０】
　本発明の固体撮像装置によれば、暗電流を抑制することができるため、撮像画像におけ
るノイズを低減できるので、高画質な画像を得ることができるという利点がある。特に、
露光量が少ない長時間露光での暗電流による白点の発生（カラーＣＣＤでは原色の点）を
低減することができる。
【００３１】
　本発明の固体撮像装置の製造方法によれば、暗電流を抑制することができるため、撮像
画像におけるノイズを低減できるので、高画質な画像を得ることができる固体撮像装置の
実現が可能になるという利点がある。特に、露光量が少ない長時間露光での暗電流による
白点の発生（カラーＣＣＤでは原色の点）を低減することができる固体撮像装置の実現が
可能になる。
【００３２】
　本発明の撮像装置によれば、暗電流を抑制することができる固体撮像装置を用いている
ため、撮像画像におけるノイズを低減できるので、高品位な映像を記録できるという利点
がある。特に、露光量が少ない長時間露光での暗電流による白点の発生（カラーＣＣＤで
は原色の点）を低減することができる。
【発明を実施するための最良の形態】
【００３３】
　本発明の固体撮像装置（第１固体撮像装置）の一実施の形態（第１実施例）を、図１の
要部構成断面図によって説明する。
【００３４】
　図１に示すように、固体撮像装置１は、半導体基板（もしくは半導体層）１１に、入射
光Ｌを光電変換する受光部１２を有し、この受光部１２の側部には画素分離領域１３を介
して周辺回路（具体的には図示せず）が形成された周辺回路部１４を有している。なお、
以下の説明では、半導体基板１１として説明する。上記受光部（後に説明するホール蓄積
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層２３も含む）１２の受光面１２ｓ上には、界面準位を下げる膜２１が形成されている。
この界面準位を下げる膜２１は、例えば、酸化シリコン（ＳｉＯ2）膜で形成されている
。上記界面準位を下げる膜２１上には負の固定電荷を有する膜２２が形成されている。こ
れによって、上記受光部１２の受光面側にホール蓄積層２３が形成される。したがって、
上記界面準位を下げる膜２１は、少なくとも受光部１２上では、上記負の固定電荷を有す
る膜２２によって、上記受光部１２の受光面１２ｓ側にホール蓄積層２３が形成されるよ
うな膜厚に形成されている。その膜厚は、例えば、１原子層以上、１００ｎｍ以下とする
。
【００３５】
　上記周辺回路部１４の周辺回路には、例えば、上記固体撮像装置１がＣＭＯＳイメージ
センサの場合には、転送トランジスタ、リセットトランジスタ、増幅トランジスタおよび
選択トランジスタ等のトランジスタで構成される画素回路がある。また、複数の受光部１
２で構成される画素アレイ部の読み出し行の信号の読み出し動作を行う駆動回路、読み出
した信号を転送する垂直走査回路、シフトレジスタもしくはアドレスデコーダ、水平走査
回路等が含まれる。
【００３６】
　また、上記周辺回路部１４の周辺回路には、例えば、上記固体撮像装置１がＣＣＤイメ
ージセンサの場合には、受光部より光電変換された信号電荷を垂直転送ゲートに読み出す
読み出しゲート、読み出した信号電荷を垂直方向に転送する垂直電荷転送部がある。また
、水平電荷転送部等が含まれる。
【００３７】
　上記負の固定電荷を有する膜２２は、例えば、酸化ハフニウム（ＨｆＯ2）膜、酸化ア
ルミニウム（Ａｌ2Ｏ3）膜、酸化ジルコニウム（ＺｒＯ2）膜、酸化タンタル（Ｔａ2Ｏ5

）膜、もしくは酸化チタン（ＴｉＯ2）膜で形成される。上記あげた種類の膜は、絶縁ゲ
ート型電界効果トランジスタのゲート絶縁膜等に用いられている実績があり、そのため、
成膜方法が確立されているので容易に成膜することができる。成膜方法としては、例えば
、化学気相成長法、スパッタリング法、原子層蒸着法等が挙げられるが、原子層蒸着法を
用いれば、成膜中に界面準位を低減するＳｉＯ2層を同時に１ｎｍ程度形成することがで
きるので好適である。また、上記以外の材料としては、酸化ランタン（Ｌａ2Ｏ3）、酸化
プラセオジム（Ｐｒ2Ｏ3）、酸化セリウム（ＣｅＯ2）、酸化ネオジム（Ｎｄ2Ｏ3）、酸
化プロメチウム（Ｐｍ2Ｏ3）、酸化サマリウム（Ｓｍ2Ｏ3）酸化ユウロピウム（Ｅｕ2Ｏ3

）、酸化ガドリニウム（Ｇｄ2Ｏ3）、酸化テルビウム（Ｔｂ2Ｏ3）、酸化ジスプロシウム
（Ｄｙ2Ｏ3）、酸化ホルミウム（Ｈｏ2Ｏ3）、酸化エルビウム（Ｅｒ2Ｏ3）、酸化ツリウ
ム（Ｔｍ2Ｏ3）、酸化イッテルビウム（Ｙｂ2Ｏ3）、酸化ルテチウム（Ｌｕ2Ｏ3）、酸化
イットリウム（Ｙ2Ｏ3）等があげられる。さらに、上記負の固定電荷を有する膜２２は、
窒化ハフニウム膜、窒化アルミニウム膜、酸窒化ハフニウム膜または酸窒化アルミニウム
膜で形成することも可能である。
【００３８】
　上記負の固定電荷を有する膜２２は、絶縁性を損なわない範囲で、膜中にシリコン（Ｓ
ｉ）や窒素（Ｎ）が添加されていてもよい。その濃度は、膜の絶縁性が損なわれない範囲
で適宜決定される。このように、シリコン（Ｓｉ）や窒素（Ｎ）が添加されることによっ
て、膜の耐熱性やプロセスの中でのイオン注入の阻止能力を上げることが可能になる。
【００３９】
　上記負の固定電荷を有する膜２２上には、絶縁膜４１が形成され、上記周辺回路部１４
上方の上記絶縁膜４１上には遮光膜４２が形成されている。この遮光膜４２によって、受
光部１２に光が入らない領域が作られ、その受光部１２の出力によって画像での黒レベル
が決定される。また、周辺回路部１４に光が入ることが防止されるので、周辺回路部に光
が入り込むことによる特性変動が抑制される。さらに、上記入射光に対して透過性を有す
る絶縁膜４３が形成されている。この絶縁膜４３の表面は平坦化されていることが好まし
い。さらに絶縁膜４３上には、カラーフィルター層４４および集光レンズ４５が形成され
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ている。
【００４０】
　上記固体撮像装置（第１固体撮像装置）１では、界面準位を下げる膜２１に負の固定電
荷を有する膜２２が形成されていることから、負の固定電荷を有する膜２２の膜中の負の
固定電荷により、界面準位を下げる膜２１を介して受光部１２表面に電界が加わり、受光
部１２表面にホール蓄積（ホールアキュミュレーション）層２３が形成される。
【００４１】
　そして、図２（１）に示すように、負の固定電荷を有する膜２２を形成した直後から、
膜中に存在する負の固定電荷による電界によって、界面近傍をホール蓄積層２３にするこ
とが可能となる。したがって、受光部１２と界面準位を下げる膜２１との界面での界面準
位により発生する暗電流が抑制される。すなわち、その界面から発生する電荷（電子）が
抑制されるとともに、界面から電荷（電子）が発生したとしても、受光部１２でポテンシ
ャルの井戸になっている電荷貯蓄部分に流入することなく、ホールが多数存在するホール
蓄積層２３を流動し、消滅させることができる。よって、この界面起因の電荷による暗電
流が受光部１２で検知されるのを防ぐことができ、界面準位起因による暗電流が抑制され
る。
【００４２】
　一方、図２（２）に示すように、ホール蓄積層を設けない構成では、界面準位により暗
電流が発生して、その暗電流が受光部１２に流れ込むという問題が発生する。また、図２
（３）に示すように、イオン注入によりホール蓄積層２３を形成した構成では、ホール蓄
積層２３が形成されるものの、前記説明したように、イオン注入でのドーピング不純物の
活性化のために７００℃以上という高温の熱処理が必要不可欠であるため、不純物の拡散
が起こり、界面のホール蓄積層が広がり、光電変換する領域が狭くなってしまい、所望の
光電変化特性を得ることが困難になる。
【００４３】
　また、上記固体撮像装置１では、受光部１２の受光面１２ｓに界面準位を下げる膜２１
が形成されていることから、界面準位に起因する電子の発生がさらに抑制されるので、界
面準位に起因する電子が暗電流として受光部１２中に流れ込むことが抑制される。
【００４４】
　また、負の固定電荷を有する膜２２として酸化ハフニウム膜を用いた場合、酸化ハフニ
ウム膜の屈折率が２程度あるので、膜厚を最適化することでＨＡＤ構造を形成するだけで
なく、同時に反射防止効果を得ることも可能である。酸化ハフニウム膜以外の材料におい
ても、屈折率が高い材料においては、その膜厚を最適化することで反射防止効果を得るこ
とが可能になる。
【００４５】
　なお、従来の固体撮像装置で用いられてきた酸化シリコンや窒化シリコンを低温で形成
した場合には、膜中の固定電荷は正になることが知られており、負の固定電荷によってＨ
ＡＤ構造を形成することは不可能である。
【００４６】
　次に、上記固体撮像装置（第１固体撮像装置）１の一変形例を、図３の要部構成断面図
によって説明する。
【００４７】
　図３に示すように、固体撮像装置２は、上記固体撮像装置１において、負の固定電荷を
有する膜２２だけでは、受光部１２上における反射防止効果が不十分な場合、負の固定電
荷を有する膜２２上に、反射防止膜４６を形成する。この反射防止膜４６は、例えば、窒
化シリコン膜で形成する。なお、前記固体撮像装置１で形成した絶縁膜４３は形成されて
いない。したがって、反射防止膜４６上にカラーフィルター層４４、集光レンズ４５が形
成されている。このように、窒化シリコン膜を追加成膜することで反射防止効果を最大化
することが可能となる。この構成は、次に説明する固体撮像装置３にも適用できる。
【００４８】
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　このように、反射防止膜４６が形成されることで、受光部１２に入射される前の反射を
低減することができるので、受光部１２への入射光量を増大させることができるため、固
体撮像装置２の感度を向上させることができる。
【００４９】
　次に、上記固体撮像装置（第１固体撮像装置）１の一変形例を、図４の要部構成断面図
によって説明する。
【００５０】
　図４に示すように、固体撮像装置３は、上記固体撮像装置１において、上記絶縁膜４１
は形成されず、負の固定電荷を有する膜２２上に上記遮光膜４２を直接形成したものであ
る。また、絶縁膜４３を形成せず、反射防止膜４６を形成したものである。
【００５１】
　このように、遮光膜４２が負の固定電荷を有する膜２２上に直接形成されることで、遮
光膜４２を半導体基板１１表面に近づけることができるので、遮光膜４２と半導体基板１
１との間隔が狭められるため、隣の受光部（フォトダイオード）の上層から斜めに入射し
てくる光の成分、すなわち光学的な混色成分を減らすことができる。
【００５２】
　また、図５に示すように、負の固定電荷を有する膜２２が周辺回路部１４上の近くにあ
る場合、負の固定電荷を有する膜２２の負の固定電荷により形成されるホール蓄積層２３
によって、受光部１２の表面における界面準位起因の暗電流は抑制できる。しかし、周辺
回路部１４では、受光部１２側と表面側に存在する素子１４Ｄとの間に電位差を発生させ
てしまい、受光部１２表面から予期しないキャリアが表面側の素子１４Ｄに流入し、周辺
回路部１４の誤動作の原因になる。このような誤動作を回避する構成について、以下の第
２実施例、第３実施例で説明する。
【００５３】
　次に、本発明の固体撮像装置（第１固体撮像装置）の一実施の形態（第２実施例）を、
図６の要部構成断面図によって説明する。なお、図６では、受光部の一部および周辺回路
部を遮光する遮光膜、受光部に入射する光を分光するカラーフィルター層、受光部に入射
光を集光する集光レンズ等の図示はしていない。
【００５４】
　図６に示すように、固体撮像装置４は、前記固体撮像装置１において、上記負の固定電
荷を有する膜２２の上記周辺回路部１４表面からの距離が上記受光部１２表面からの距離
よりも大きくなるように、上記周辺回路部１４表面と上記負の固定電荷を有する膜２２と
の間に絶縁膜２４が形成されている。この絶縁膜２４は、上記界面準位を下げる膜２１が
酸化シリコン膜で形成されている場合、周辺回路部１４上の界面準位を下げる膜２１を受
光部１２上より厚く形成したものであってもよい。
【００５５】
　このように、上記負の固定電荷を有する膜２２の上記周辺回路部１４表面からの距離が
上記受光部１２表面からの距離よりも大きくなるように、上記周辺回路部１４表面と上記
負の固定電荷を有する膜２２との間に絶縁膜２４が形成されていることから、周辺回路部
１４には、負の固定電荷を有する膜２２中の負の固定電荷の電界による影響が周辺回路に
及ぼされなくなる。よって、負の固定電荷による周辺回路の誤動作が防止できるようにな
る。
【００５６】
　次に、本発明の固体撮像装置（第１固体撮像装置）の一実施の形態（第３実施例）を、
図７の要部構成断面図によって説明する。なお、図７では、受光部の一部および周辺回路
部を遮光する遮光膜、受光部に入射する光を分光するカラーフィルター層、受光部に入射
光を集光する集光レンズ等の図示はしていない。
【００５７】
　図７に示すように、固体撮像装置５は、上記固体撮像装置１において、上記周辺回路部
１４上と上記負の固定電荷を有する膜２２との間に、負の固定電荷を有する膜と受光面と
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の距離を離すための膜２５が形成されているものである。前記膜２５は、負の固定電荷の
影響を打ち消すために正の固定電荷を有することが望ましく、窒化シリコンを用いること
が好ましい。
【００５８】
　このように、上記周辺回路部１４上と上記負の固定電荷を有する膜２２との間に正の固
定電荷を有する上記膜２５が形成されていることから、負の固定電荷を有する膜２２の負
の固定電荷は、上記膜２５中の正の固定電荷によって低減されるため、負の固定電荷を有
する膜２２中の負の固定電荷の電界による影響が周辺回路部１４に及ぼされなくなる。よ
って、負の固定電荷による周辺回路部１４の誤動作が防止できるようになる。上記のよう
に、上記周辺回路部１４上と上記負の固定電荷を有する膜２２との間に正の固定電荷を有
する上記膜２５が形成される構成は、前記固体撮像装置１、２、３、４にも適用すること
ができ、固体撮像装置５と同様なる効果を得ることができる。
【００５９】
　上記固体撮像装置４、５における負の固定電荷を有する膜２２上の構成は、受光部１２
の一部と周辺回路部１４を遮光する遮光膜、少なくとも受光部１２に入射される入射光を
分光するカラーフィルター層、受光部１２に入射光を集光する集光レンズ等が設けられて
いるものである。その構成は、一例として、前記固体撮像装置１、２、３のいずれかの構
成を適用することもできる。
【００６０】
　次に、本発明の固体撮像装置の製造方法（第１製造方法）の一実施の形態（第１実施例
）を、図８～図１０の要部を示した製造工程断面図によって説明する。図８～図１０では
、一例として、前記固体撮像装置１の製造工程を示す。
【００６１】
　図８（１）に示すように、半導体基板（もしくは半導体層）１１に、入射光を光電変換
する受光部１２、この受光部１２を分離する画素分離領域１３、受光部１２に対して画素
分離領域１３を介して周辺回路（具体的には図示せず）が形成された周辺回路部１４等を
形成する。この製造方法は、既存の製造方法を用いる。
【００６２】
　次に、図８（２）に示すように、上記受光部１２の受光面１２ｓ上、実際には上記半導
体基板１１上に界面準位を下げる膜２１を形成する。この界面準位を下げる膜２１は、例
えば、酸化シリコン（ＳｉＯ2）膜で形成される。次いで上記界面準位を下げる膜２１上
に負の固定電荷を有する膜２２を形成する。これによって、上記受光部１２の受光面側に
ホール蓄積層２３が形成される。したがって、上記界面準位を下げる膜２１は、少なくと
も受光部１２上では、上記負の固定電荷を有する膜２２によって、上記受光部１２の受光
面１２ｓ側にホール蓄積層２３が形成されるような膜厚に形成される必要がある。その膜
厚は、例えば、１原子層以上、１００ｎｍ以下とする。
【００６３】
　上記負の固定電荷を有する膜２２は、例えば、酸化ハフニウム（ＨｆＯ2）膜、酸化ア
ルミニウム（Ａｌ2Ｏ3）膜、酸化ジルコニウム（ＺｒＯ2）膜、酸化タンタル（Ｔａ2Ｏ5

）膜、もしくは酸化チタン（ＴｉＯ2）膜で形成される。上記あげた種類の膜は、絶縁ゲ
ート型電界効果トランジスタのゲート絶縁膜等に用いられている実績があり、そのため、
成膜方法が確立されているので容易に成膜することができる。成膜方法としては、例えば
、化学気相成長法、スパッタリング法、原子層蒸着法等を用いることができるが、原子層
蒸着法を用いれば、成膜中に界面準位を低減するＳｉＯ2層を同時に１ｎｍ程度形成する
ことができるので好適である。
【００６４】
　また、上記以外の材料としては、酸化ランタン（Ｌａ2Ｏ3）、酸化プラセオジム（Ｐｒ

2Ｏ3）、酸化セリウム（ＣｅＯ2）、酸化ネオジム（Ｎｄ2Ｏ3）、酸化プロメチウム（Ｐ
ｍ2Ｏ3）、酸化サマリウム（Ｓｍ2Ｏ3）酸化ユウロピウム（Ｅｕ2Ｏ3）、酸化ガドリニウ
ム（Ｇｄ2Ｏ3）、酸化テルビウム（Ｔｂ2Ｏ3）、酸化ジスプロシウム（Ｄｙ2Ｏ3）、酸化
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ホルミウム（Ｈｏ2Ｏ3）、酸化エルビウム（Ｅｒ2Ｏ3）、酸化ツリウム（Ｔｍ2Ｏ3）、酸
化イッテルビウム（Ｙｂ2Ｏ3）、酸化ルテチウム（Ｌｕ2Ｏ3）、酸化イットリウム（Ｙ2

Ｏ3）等を用いることができる。さらに、上記負の固定電荷を有する膜２２は、窒化ハフ
ニウム膜、窒化アルミニウム膜、酸窒化ハフニウム膜または酸窒化アルミニウム膜で形成
することも可能である。これらの膜も、例えば、化学気相成長法、スパッタリング法、原
子層蒸着法等を用いることができる。
【００６５】
　また、上記負の固定電荷を有する膜２２は、絶縁性を損なわない範囲で、膜中にシリコ
ン（Ｓｉ）や窒素（Ｎ）が添加されていてもよい。その濃度は、膜の絶縁性が損なわれな
い範囲で適宜決定される。このように、シリコン（Ｓｉ）や窒素（Ｎ）が添加されること
によって、膜の耐熱性やプロセスの中でのイオン注入の阻止能力を上げることが可能にな
る。
【００６６】
　また、上記負の固定電荷を有する膜２２を酸化ハフニウム（ＨｆＯ2）膜で形成した場
合、酸化ハフニウム（ＨｆＯ2）膜の屈折率が２程度であることから、その膜厚を調整す
ることで効率よく反射防止効果を得ることが可能になる。当然のことながら、他の種類の
膜でも、屈折率に応じて膜厚を最適化することで、反射防止効果を得ることが可能である
。
【００６７】
　次に、上記負の固定電荷を有する膜２２上に、絶縁膜４１を形成し、さらに上記絶縁膜
４１上に遮光膜４２を形成する。上記絶縁膜４１は、例えば、酸化シリコン膜で形成され
る。また、上記遮光膜４２は、例えば、遮光性を有する金属膜で形成する。このように、
上記負の固定電荷を有する膜２２上に絶縁膜４１を介して遮光膜４２を形成することによ
って、酸化ハフニウム膜等で形成される負の固定電荷を有する膜２２と遮光膜４２の金属
との反応を防止することができる。また、遮光膜をエッチングした際に絶縁膜４２がエッ
チングストッパとなるので、負の固定電荷を有する膜２２へのエッチングダメージを防止
することができる。
【００６８】
　次に、図９（３）に示すように、レジスト塗布、リソグラフィー技術によって、上記受
光部１２の一部および上記周辺回路部１４上方の上記遮光膜４２上にレジストマスク（図
示せず）を形成し、そのレジストマスクを用いたエッチングによって、上記遮光膜４２を
加工して、上記受光部１２の一部および上記周辺回路部１４上方の上記絶縁膜４１上に遮
光膜４２を残す。この遮光膜４２によって、受光部１２に光が入らない領域が作られ、そ
の受光部１２の出力によって画像での黒レベルが決定される。また、周辺回路部１４に光
が入ることが防止されるので、周辺回路部に光が入り込むことによる特性変動が抑制され
る。
【００６９】
　次に、図９（４）に示すように、上記絶縁膜４１上に、上記遮光膜４２による段差を低
減する絶縁膜４３を形成する。この絶縁膜４３は、その表面が平坦化されることが好まし
く、例えば塗布絶縁膜で形成される。
【００７０】
　次に、図１０（５）に示すように、既存の製造技術によって、上記受光部１２上方の絶
縁膜４３上にカラーフィルター層４４を形成し、さらに、カラーフィルター層４４上に集
光レンズ４５を形成する。その際、カラーフィルター層４４と集光レンズ４５との間に、
レンズ加工の際のカラーフィルター層４４への加工ダメージを防止するために、光透過性
の絶縁膜（図示せず）が形成されてもよい。このようにして、固体撮像装置１が形成され
る。
【００７１】
　上記固体撮像装置の製造方法（第１製造方法）の第１実施例では、界面準位を下げる膜
２１上に負の固定電荷を有する膜２２を形成することから、負の固定電荷を有する膜２２
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中に負の固定電荷に起因する電界によって、受光部１２の受光面側の界面にホール蓄積（
ホールアキュミュレーション）層２３が十分に形成される。したがって、界面から発生す
る電荷（電子）が抑制されるとともに、仮に電荷（電子）が発生しても、受光部１２でポ
テンシャルの井戸になっている電荷貯蓄部分に流入することなく、ホールが多数存在する
ホール蓄積層２３を流動し、消滅させることができる。よって、この界面起因の電荷によ
る暗電流が受光部で検知されるのを防ぐことができ、界面準位起因による暗電流が抑制さ
れる。さらに、受光部１２の受光面に界面準位を下げる膜２１が形成されていることから
、界面準位に起因する電子の発生がさらに抑制されるので、界面準位に起因する電子が暗
電流として受光部１２中に流れ込むことが抑制される。そして、負の固定電荷を有する膜
２２を用いることで、イオン注入およびアニールを施すことなくＨＡＤ構造の形成が可能
となる。
【００７２】
　次に、本発明の固体撮像装置の製造方法（第１製造方法）の一実施の形態（第２実施例
）を、図１１～図１３の要部を示した製造工程断面図によって説明する。図１１～図１３
では、一例として、前記固体撮像装置２の製造工程を示す。
【００７３】
　図１１（１）に示すように、半導体基板（もしくは半導体層）１１に、入射光を光電変
換する受光部１２、この受光部１２を分離する画素分離領域１３、受光部１２に対して画
素分離領域１３を介して周辺回路（具体的には図示せず）が形成された周辺回路部１４等
を形成する。この製造方法は、既存の製造方法を用いる。
【００７４】
　次に、図１１（２）に示すように、上記受光部１２の受光面１２ｓ上、実際には上記半
導体基板１１上に界面準位を下げる膜２１を形成する。この界面準位を下げる膜２１は、
例えば、酸化シリコン（ＳｉＯ2）膜で形成される。次いで上記界面準位を下げる膜２１
上に負の固定電荷を有する膜２２を形成する。これによって、上記受光部１２の受光面側
にホール蓄積層２３が形成される。したがって、上記界面準位を下げる膜２１は、少なく
とも受光部１２上では、上記負の固定電荷を有する膜２２によって、上記受光部１２の受
光面１２ｓ側にホール蓄積層２３が形成されるような膜厚に形成される必要がある。その
膜厚は、例えば、１原子層以上、１００ｎｍ以下とする。
【００７５】
　上記負の固定電荷を有する膜２２は、例えば、酸化ハフニウム（ＨｆＯ2）膜、酸化ア
ルミニウム（Ａｌ2Ｏ3）膜、酸化ジルコニウム（ＺｒＯ2）膜、酸化タンタル（Ｔａ2Ｏ5

）膜、もしくは酸化チタン（ＴｉＯ2）膜で形成される。上記あげた種類の膜は、絶縁ゲ
ート型電界効果トランジスタのゲート絶縁膜等に用いられている実績があり、そのため、
成膜方法が確立されているので容易に成膜することができる。成膜方法としては、例えば
、化学気相成長法、スパッタリング法、原子層蒸着法等を用いることができる。
【００７６】
　また、上記以外の材料としては、酸化ランタン（Ｌａ2Ｏ3）、酸化プラセオジム（Ｐｒ

2Ｏ3）、酸化セリウム（ＣｅＯ2）、酸化ネオジム（Ｎｄ2Ｏ3）、酸化プロメチウム（Ｐ
ｍ2Ｏ3）、酸化サマリウム（Ｓｍ2Ｏ3）酸化ユウロピウム（Ｅｕ2Ｏ3）、酸化ガドリニウ
ム（Ｇｄ2Ｏ3）、酸化テルビウム（Ｔｂ2Ｏ3）、酸化ジスプロシウム（Ｄｙ2Ｏ3）、酸化
ホルミウム（Ｈｏ2Ｏ3）、酸化エルビウム（Ｅｒ2Ｏ3）、酸化ツリウム（Ｔｍ2Ｏ3）、酸
化イッテルビウム（Ｙｂ2Ｏ3）、酸化ルテチウム（Ｌｕ2Ｏ3）、酸化イットリウム（Ｙ2

Ｏ3）等を用いることができる。さらに、上記負の固定電荷を有する膜２２は、窒化ハフ
ニウム膜、窒化アルミニウム膜、酸窒化ハフニウム膜または酸窒化アルミニウム膜で形成
することも可能である。これらの膜も、例えば、化学気相成長法、スパッタリング法、原
子層蒸着法等を用いることができるが、原子層蒸着法を用いれば、成膜中に界面準位を低
減するＳｉＯ2層を同時に１ｎｍ程度形成することができ好適である。
【００７７】
　また、上記負の固定電荷を有する膜２２は、絶縁性を損なわない範囲で、膜中にシリコ
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ン（Ｓｉ）や窒素（Ｎ）が添加されていてもよい。その濃度は、膜の絶縁性が損なわれな
い範囲で適宜決定される。このように、シリコン（Ｓｉ）や窒素（Ｎ）が添加されること
によって、膜の耐熱性やプロセスの中でのイオン注入の阻止能力を上げることが可能にな
る。
【００７８】
　また、上記負の固定電荷を有する膜２２を酸化ハフニウム（ＨｆＯ2）膜で形成した場
合、酸化ハフニウム（ＨｆＯ2）膜の屈折率が２程度であることから、その膜厚を調整す
ることで効率よく反射防止効果を得ることが可能になる。当然のことながら、他の種類の
膜でも、屈折率に応じて膜厚を最適化することで、反射防止効果を得ることが可能である
。
【００７９】
　次に、上記負の固定電荷を有する膜２２上に、絶縁膜４１を形成し、さらに上記絶縁膜
４１上に遮光膜４２を形成する。上記絶縁膜４１は、例えば、酸化シリコン膜で形成され
る。また、上記遮光膜４２は、例えば、遮光性を有する金属膜で形成する。このように、
上記負の固定電荷を有する膜２２上に絶縁膜４１を介して遮光膜４２を形成することによ
って、酸化ハフニウム膜等で形成される負の固定電荷を有する膜２２と遮光膜４２の金属
との反応を防止することができる。また、遮光膜をエッチングした際に絶縁膜４２がエッ
チングストッパとなるので、負の固定電荷を有する膜２２へのエッチングダメージを防止
することができる。
【００８０】
　次に、図１２（３）に示すように、レジスト塗布、リソグラフィー技術によって、上記
受光部１２の一部および上記周辺回路部１４上方の上記遮光膜４２上にレジストマスク（
図示せず）を形成し、そのレジストマスクを用いたエッチングによって、上記遮光膜４２
を加工して、上記受光部１２の一部および上記周辺回路部１４上方の上記絶縁膜４１上に
遮光膜４２を残す。この遮光膜４２によって、受光部１２に光が入らない領域が作られ、
その受光部１２の出力によって画像での黒レベルが決定される。また、周辺回路部１４に
光が入ることが防止されるので、周辺回路部に光が入り込むことによる特性変動が抑制さ
れる。
【００８１】
　次に、図１２（４）に示すように、上記遮光膜４２被覆するように上記絶縁膜４１上に
反射防止膜４６を形成する。この反射防止膜４６は、例えば、屈折率が２程度の窒化シリ
コン膜で形成する。
【００８２】
　次に、図１３（５）に示すように、既存の製造技術によって、上記受光部１２上方の反
射防止膜４６上にカラーフィルター層４４を形成し、さらに、カラーフィルター層４４上
に集光レンズ４５を形成する。その際、カラーフィルター層４４と集光レンズ４５との間
に、レンズ加工の際のカラーフィルター層４４への加工ダメージを防止するために、光透
過性の絶縁膜（図示せず）が形成されてもよい。このようにして、固体撮像装置２が形成
される。
【００８３】
　上記固体撮像装置の製造方法（第１製造方法）の第２実施例では、前記第１実施例と同
様な効果が得られるとともに、反射防止膜４６が形成されることで、受光部１２に入射さ
れる前の反射を低減することができるので、受光部１２への入射光量を増大させることが
できるため、固体撮像装置２の感度を向上させることができる。
【００８４】
　次に、本発明の固体撮像装置の製造方法（第１製造方法）の一実施の形態（第３実施例
）を、図１４～図１６の要部を示した製造工程断面図によって説明する。図１４～図１６
では、一例として、前記固体撮像装置３の製造工程を示す。
【００８５】
　図１４（１）に示すように、半導体基板（もしくは半導体層）１１に、入射光を光電変
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換する受光部１２、この受光部１２を分離する画素分離領域１３、受光部１２に対して画
素分離領域１３を介して周辺回路（具体的には図示せず）が形成された周辺回路部１４等
を形成する。この製造方法は、既存の製造方法を用いる。
【００８６】
　次に、図１４（２）に示すように、上記受光部１２の受光面１２ｓ上、実際には上記半
導体基板１１上に界面準位を下げる膜２１を形成する。この界面準位を下げる膜２１は、
例えば、酸化シリコン（ＳｉＯ2）膜で形成される。次いで上記界面準位を下げる膜２１
上に負の固定電荷を有する膜２２を形成する。これによって、上記受光部１２の受光面側
にホール蓄積層２３が形成される。したがって、上記界面準位を下げる膜２１は、少なく
とも受光部１２上では、上記負の固定電荷を有する膜２２によって、上記受光部１２の受
光面１２ｓ側にホール蓄積層２３が形成されるような膜厚に形成される必要がある。その
膜厚は、例えば、１原子層以上、１００ｎｍ以下とする。
【００８７】
　上記負の固定電荷を有する膜２２は、例えば、酸化ハフニウム（ＨｆＯ2）膜、酸化ア
ルミニウム（Ａｌ2Ｏ3）膜、酸化ジルコニウム（ＺｒＯ2）膜、酸化タンタル（Ｔａ2Ｏ5

）膜、もしくは酸化チタン（ＴｉＯ2）膜で形成される。上記あげた種類の膜は、絶縁ゲ
ート型電界効果トランジスタのゲート絶縁膜等に用いられている実績があり、そのため、
成膜方法が確立されているので容易に成膜することができる。成膜方法としては、例えば
、化学気相成長法、スパッタリング法、原子層蒸着法等を用いることができるが、原子層
蒸着法を用いれば、成膜中に界面準位を低減するＳｉＯ2層を同時に１ｎｍ程度形成する
ことができ好適である。
【００８８】
　また、上記以外の材料としては、酸化ランタン（Ｌａ2Ｏ3）、酸化プラセオジム（Ｐｒ

2Ｏ3）、酸化セリウム（ＣｅＯ2）、酸化ネオジム（Ｎｄ2Ｏ3）、酸化プロメチウム（Ｐ
ｍ2Ｏ3）、酸化サマリウム（Ｓｍ2Ｏ3）酸化ユウロピウム（Ｅｕ2Ｏ3）、酸化ガドリニウ
ム（Ｇｄ2Ｏ3）、酸化テルビウム（Ｔｂ2Ｏ3）、酸化ジスプロシウム（Ｄｙ2Ｏ3）、酸化
ホルミウム（Ｈｏ2Ｏ3）、酸化エルビウム（Ｅｒ2Ｏ3）、酸化ツリウム（Ｔｍ2Ｏ3）、酸
化イッテルビウム（Ｙｂ2Ｏ3）、酸化ルテチウム（Ｌｕ2Ｏ3）、酸化イットリウム（Ｙ2

Ｏ3）等を用いることができる。さらに、上記負の固定電荷を有する膜２２は、窒化ハフ
ニウム膜、窒化アルミニウム膜、酸窒化ハフニウム膜または酸窒化アルミニウム膜で形成
することも可能である。これらの膜も、例えば、化学気相成長法、スパッタリング法、原
子層蒸着法等を用いることができる。
【００８９】
　また、上記負の固定電荷を有する膜２２は、絶縁性を損なわない範囲で、膜中にシリコ
ン（Ｓｉ）や窒素（Ｎ）が添加されていてもよい。その濃度は、膜の絶縁性が損なわれな
い範囲で適宜決定される。このように、シリコン（Ｓｉ）や窒素（Ｎ）が添加されること
によって、膜の耐熱性やプロセスの中でのイオン注入の阻止能力を上げることが可能にな
る。
【００９０】
　また、上記負の固定電荷を有する膜２２を酸化ハフニウム（ＨｆＯ2）膜で形成した場
合、酸化ハフニウム（ＨｆＯ2）膜の膜厚を調整することで効率よく反射防止効果を得る
ことが可能になる。当然のことながら、他の種類の膜でも、屈折率に応じて膜厚を最適化
することで、反射防止効果を得ることが可能である。
【００９１】
　次に、上記負の固定電荷を有する膜２２上に遮光膜４２を形成する。上記遮光膜４２は
、例えば、遮光性を有する金属膜で形成する。このように、遮光膜４２が負の固定電荷を
有する膜２２上に直接形成されることで、遮光膜４２を半導体基板１１表面に近づけるこ
とができるので、遮光膜４２と半導体基板１１との間隔が狭められるため、隣のフォトダ
イオードの上層から斜めに入射してくる光の成分、すなわち光学的な混色成分を減らすこ
とができる。
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【００９２】
　次に、図１５（３）に示すように、レジスト塗布、リソグラフィー技術によって、上記
受光部１２の一部および上記周辺回路部１４上方の上記遮光膜４２上にレジストマスク（
図示せず）を形成し、そのレジストマスクを用いたエッチングによって、上記遮光膜４２
を加工して、上記受光部１２の一部および上記周辺回路部１４上方の上記負の固定電荷を
有する膜２２上に遮光膜４２を残す。この遮光膜４２によって、受光部１２に光が入らな
い領域が作られ、その受光部１２の出力によって画像での黒レベルが決定される。また、
周辺回路部１４に光が入ることが防止されるので、周辺回路部に光が入り込むことによる
特性変動が抑制される。
【００９３】
　次に、図１５（４）に示すように、上記遮光膜４２被覆するように上記負の固定電荷を
有する膜２２上に反射防止膜４６を形成する。この反射防止膜４６は、例えば、屈折率が
２程度の窒化シリコン膜で形成する。
【００９４】
　次に、図１６（５）に示すように、既存の製造技術によって、上記受光部１２上の反射
防止膜４６上にカラーフィルター層４４を形成し、さらに、カラーフィルター層４４上に
集光レンズ４５を形成する。その際、カラーフィルター層４４と集光レンズ４５との間に
、レンズ加工の際のカラーフィルター層４４への加工ダメージを防止するために、光透過
性の絶縁膜（図示せず）が形成されてもよい。このようにして、固体撮像装置３が形成さ
れる。
【００９５】
　上記固体撮像装置の製造方法（第１製造方法）の第２３実施例では、前記第１実施例と
同様な効果が得られるとともに、遮光膜４２が負の固定電荷を有する膜２２上に直接形成
されることで、遮光膜４２を半導体基板１１表面に近づけることができるので、遮光膜４
２と半導体基板１１との間隔が狭められるため、隣のフォトダイオードの上層から斜めに
入射してくる光の成分、すなわち光学的な混色成分を減らすことができる。また、反射防
止膜４６を形成したことで、負の固定電荷を有する膜２２だけでは、反射防止効果が不十
分な際に、反射防止効果を最大化することができる。
【００９６】
　次に、本発明の固体撮像装置の製造方法（第１製造方法）の一実施の形態（第４実施例
）を、図１７～図１９の要部を示した製造工程断面図によって説明する。図１７～図１９
では、一例として、前記固体撮像装置４の製造工程を示す。
【００９７】
　図１７（１）に示すように、半導体基板（もしくは半導体層）１１に、入射光を光電変
換する受光部１２、この受光部１２を分離する画素分離領域１３、受光部１２に対して画
素分離領域１３を介して周辺回路（例えば回路１４Ｃ）が形成された周辺回路部１４等を
形成する。この製造方法は、既存の製造方法を用いる。次いで、上記入射光に対して透過
性を有する絶縁膜２６を形成する。この絶縁膜２６は、例えば酸化シリコン膜で形成され
る。
【００９８】
　次に、図１７（２）に示すように、レジスト塗布、リソグラフィー技術によって、上記
周辺回路部１４上方の上記絶縁膜２６上にレジストマスク５１を形成する。
【００９９】
　次に、図１８（３）に示すように、上記レジストマスク５１〔前記図１７（２）参照〕
を用いたエッチングによって、上記絶縁膜２６を加工して、上記周辺回路部１４上に絶縁
膜２６を残す。その後、上記レジストマスク５１を除去する。
【０１００】
　次に、図１８（４）に示すように、上記受光部１２の受光面１２ｓ上、実際には上記半
導体基板１１上に、上記絶縁膜２６を被覆する界面準位を下げる膜２１を形成する。この
界面準位を下げる膜２１は、例えば、酸化シリコン（ＳｉＯ2）膜で形成される。
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【０１０１】
　次に、図１９（５）に示すように、上記界面準位を下げる膜２１上に負の固定電荷を有
する膜２２を形成する。これによって、上記受光部１２の受光面側にホール蓄積層２３が
形成される。したがって、上記界面準位を下げる膜２１は、少なくとも受光部１２上では
、上記負の固定電荷を有する膜２２によって、上記受光部１２の受光面１２ｓ側にホール
蓄積層２３が形成されるような膜厚に形成される必要がある。その膜厚は、例えば、１原
子層以上、１００ｎｍ以下とする。
【０１０２】
　上記負の固定電荷を有する膜２２は、例えば、酸化ハフニウム（ＨｆＯ2）膜、酸化ア
ルミニウム（Ａｌ2Ｏ3）膜、酸化ジルコニウム（ＺｒＯ2）膜、酸化タンタル（Ｔａ2Ｏ5

）膜、もしくは酸化チタン（ＴｉＯ2）膜で形成される。上記あげた種類の膜は、絶縁ゲ
ート型電界効果トランジスタのゲート絶縁膜等に用いられている実績があり、そのため、
成膜方法が確立されているので容易に成膜することができる。成膜方法としては、例えば
、化学気相成長法、スパッタリング法、原子層蒸着法等を用いることができるが、原子層
蒸着法を用いれば、成膜中に界面準位を低減するＳｉＯ２層を同時に１ｎｍ程度形成する
ことができ好適である。
【０１０３】
　また、上記以外の材料としては、酸化ランタン（Ｌａ2Ｏ3）、酸化プラセオジム（Ｐｒ

2Ｏ3）、酸化セリウム（ＣｅＯ2）、酸化ネオジム（Ｎｄ2Ｏ3）、酸化プロメチウム（Ｐ
ｍ2Ｏ3）、酸化サマリウム（Ｓｍ2Ｏ3）酸化ユウロピウム（Ｅｕ2Ｏ3）、酸化ガドリニウ
ム（Ｇｄ2Ｏ3）、酸化テルビウム（Ｔｂ2Ｏ3）、酸化ジスプロシウム（Ｄｙ2Ｏ3）、酸化
ホルミウム（Ｈｏ2Ｏ3）、酸化エルビウム（Ｅｒ2Ｏ3）、酸化ツリウム（Ｔｍ2Ｏ3）、酸
化イッテルビウム（Ｙｂ2Ｏ3）、酸化ルテチウム（Ｌｕ2Ｏ3）、酸化イットリウム（Ｙ2

Ｏ3）等を用いることができる。さらに、上記負の固定電荷を有する膜２２は、窒化ハフ
ニウム膜、窒化アルミニウム膜、酸窒化ハフニウム膜または酸窒化アルミニウム膜で形成
することも可能である。これらの膜も、例えば、化学気相成長法、スパッタリング法、原
子層蒸着法等を用いることができる。
【０１０４】
　また、上記負の固定電荷を有する膜２２は、絶縁性を損なわない範囲で、膜中にシリコ
ン（Ｓｉ）や窒素（Ｎ）が添加されていてもよい。その濃度は、膜の絶縁性が損なわれな
い範囲で適宜決定される。このように、シリコン（Ｓｉ）や窒素（Ｎ）が添加されること
によって、膜の耐熱性やプロセスの中でのイオン注入の阻止能力を上げることが可能にな
る。
【０１０５】
　また、上記負の固定電荷を有する膜２２を酸化ハフニウム（ＨｆＯ2）膜で形成した場
合、酸化ハフニウム（ＨｆＯ2）膜の屈折率が２程度であることから、その膜厚を調整す
ることで効率よく反射防止効果を得ることが可能になる。当然のことながら、他の種類の
膜でも、屈折率に応じて膜厚を最適化することで、反射防止効果を得ることが可能である
。
【０１０６】
　上記固体撮像装置４における負の固定電荷を有する膜２２上の構成は、受光部１２の一
部と周辺回路部１４を遮光する遮光膜、少なくとも受光部１２に入射される入射光を分光
するカラーフィルター層、受光部１２に入射光を集光する集光レンズ等が設けられている
ものである。その構成は、一例として、前記固体撮像装置１、２、３のいずれかの構成を
適用することもできる。
【０１０７】
　上記固体撮像装置の製造方法（第１製造方法）の第４実施例では、界面準位を下げる膜
２１上に負の固定電荷を有する膜２２を形成することから、負の固定電荷を有する膜２２
中に負の固定電荷に起因する電界により、受光部１２の受光面側の界面にホール蓄積（ホ
ールアキュミュレーション）層２３が十分に形成される。したがって、界面から発生する
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電荷（電子）を抑制できるとともに、仮に電荷（電子）が発生しても、受光部１２でポテ
ンシャルの井戸になっている電荷貯蓄部分に流入することなく、ホールが多数存在するホ
ール蓄積層２３を流動し、消滅させることができる。よって、この界面起因の電荷による
暗電流が受光部で検知されるのを防ぐことができ、界面準位起因による暗電流が抑制され
る。また、受光部１２の受光面に界面準位を下げる膜２１が形成されていることから、界
面準位に起因する電子の発生がさらに抑制されるので、界面準位に起因する電子が暗電流
として受光部１２中に流れ込むことが抑制される。そして、負の固定電荷を有する膜２２
を用いることで、イオン注入およびアニールを施すことなくＨＡＤ構造の形成が可能とな
る。
【０１０８】
　さらに、周辺回路部１４上に絶縁膜２６を形成したことから、周辺回路部１４上の負の
固定電荷を有する膜２２までの距離が受光部１２上の負の固定電荷を有する膜までの距離
よりも長くなるので、負の固定電荷を有する膜２２から周辺回路部１４に及ぼされる負の
電界が緩和される。すなわち、周辺回路部１４への負の固定電荷を有する膜２２の影響が
低減されるので、負の固定電荷を有する膜２２による負の電界による周辺回路部１４の誤
動作が防止される。
【０１０９】
　次に、本発明の固体撮像装置の製造方法（第１製造方法）の一実施の形態（第５実施例
）を、図２０～図２１の要部を示した製造工程断面図によって説明する。図２０～図２１
では、一例として、前記固体撮像装置４の製造工程を示す。
【０１１０】
　図２０（１）に示すように、半導体基板（もしくは半導体層）１１に、入射光を光電変
換する受光部１２、この受光部１２を分離する画素分離領域１３、受光部１２に対して画
素分離領域１３を介して周辺回路（例えば回路１４Ｃ）が形成された周辺回路部１４等を
形成する。この製造方法は、既存の製造方法を用いる。次いで、上記入射光に対して透過
性を有する界面準位を下げる膜２１を形成する。この界面準位を下げる膜２１は、例えば
酸化シリコン膜で形成される。さらに、上記界面準位を下げる膜２１上に、負の固定電荷
を有する膜を受光面表面から離すための膜２５を形成する。前記膜２５は負の固定電荷の
影響を打ち消すために、正の固定電荷を有することが望ましく、窒化シリコンを用いるこ
とが好ましい。
【０１１１】
　上記界面準位を下げる膜２１は、少なくとも受光部１２上では、後に形成される負の固
定電荷を有する膜２２によって、上記受光部１２の受光面１２ｓ側に後に説明するホール
蓄積層２３が形成されるような膜厚に形成される必要がある。その膜厚は、例えば、１原
子層以上、１００ｎｍ以下とする。
【０１１２】
　次に、図２０（２）に示すように、レジスト塗布、リソグラフィー技術によって、上記
周辺回路部１４上方の上記正の固定電荷を有する膜２５上にレジストマスク５２を形成す
る。
【０１１３】
　次に、図２１（３）に示すように、上記レジストマスク５２〔前記図２０（２）参照〕
を用いたエッチングによって、上記正の固定電荷を有する膜２５を加工して、上記周辺回
路部１４上に正の固定電荷を有する膜２５を残す。その後、上記レジストマスク５２を除
去する。
【０１１４】
　次に、図２１（４）に示すように、上記界面準位を下げる膜２１上に、上記正の固定電
荷を有する膜２５を被覆する負の固定電荷を有する膜２２を形成する。
【０１１５】
　上記負の固定電荷を有する膜２２は、例えば、酸化ハフニウム（ＨｆＯ2）膜、酸化ア
ルミニウム（Ａｌ2Ｏ3）膜、酸化ジルコニウム（ＺｒＯ2）膜、酸化タンタル（Ｔａ2Ｏ5



(20) JP 2008-306154 A 2008.12.18

10

20

30

40

50

）膜、もしくは酸化チタン（ＴｉＯ2）膜で形成される。上記あげた種類の膜は、絶縁ゲ
ート型電界効果トランジスタのゲート絶縁膜等に用いられている実績があり、そのため、
成膜方法が確立されているので容易に成膜することができる。成膜方法としては、例えば
、化学気相成長法、スパッタリング法、原子層蒸着法等を用いることができるが、原子層
蒸着法を用いれば、成膜中に界面準位を低減するＳｉＯ２層を同時に１ｎｍ程度形成する
ことができ好適である。
【０１１６】
　また、上記以外の材料としては、酸化ランタン（Ｌａ2Ｏ3）、酸化プラセオジム（Ｐｒ

2Ｏ3）、酸化セリウム（ＣｅＯ2）、酸化ネオジム（Ｎｄ2Ｏ3）、酸化プロメチウム（Ｐ
ｍ2Ｏ3）、酸化サマリウム（Ｓｍ2Ｏ3）酸化ユウロピウム（Ｅｕ2Ｏ3）、酸化ガドリニウ
ム（Ｇｄ2Ｏ3）、酸化テルビウム（Ｔｂ2Ｏ3）、酸化ジスプロシウム（Ｄｙ2Ｏ3）、酸化
ホルミウム（Ｈｏ2Ｏ3）、酸化エルビウム（Ｅｒ2Ｏ3）、酸化ツリウム（Ｔｍ2Ｏ3）、酸
化イッテルビウム（Ｙｂ2Ｏ3）、酸化ルテチウム（Ｌｕ2Ｏ3）、酸化イットリウム（Ｙ2

Ｏ3）等を用いることができる。さらに、上記負の固定電荷を有する膜２２は、窒化ハフ
ニウム膜、窒化アルミニウム膜、酸窒化ハフニウム膜または酸窒化アルミニウム膜で形成
することも可能である。これらの膜も、例えば、化学気相成長法、スパッタリング法、原
子層蒸着法等を用いることができる。
【０１１７】
　また、上記負の固定電荷を有する膜２２は、絶縁性を損なわない範囲で、膜中にシリコ
ン（Ｓｉ）や窒素（Ｎ）が添加されていてもよい。その濃度は、膜の絶縁性が損なわれな
い範囲で適宜決定される。このように、シリコン（Ｓｉ）や窒素（Ｎ）が添加されること
によって、膜の耐熱性やプロセスの中でのイオン注入の阻止能力を上げることが可能にな
る。
【０１１８】
　また、上記負の固定電荷を有する膜２２を酸化ハフニウム（ＨｆＯ2）膜で形成した場
合、酸化ハフニウム（ＨｆＯ2）膜の膜厚を調整することで効率よく反射防止効果を得る
ことが可能になる。当然のことながら、他の種類の膜でも、屈折率に応じて膜厚を最適化
することで、反射防止効果を得ることが可能である。
【０１１９】
　上記固体撮像装置５における負の固定電荷を有する膜２２上の構成は、受光部１２の一
部と周辺回路部１４を遮光する遮光膜、少なくとも受光部１２に入射される入射光を分光
するカラーフィルター層、受光部１２に入射光を集光する集光レンズ等が設けられている
ものである。その構成は、一例として、前記固体撮像装置１、２、３のいずれかの構成を
適用することもできる。
【０１２０】
　上記固体撮像装置の製造方法（第１製造方法）の第５実施例では、界面準位を下げる膜
２１上に負の固定電荷を有する膜２２を形成することから、負の固定電荷を有する膜２２
中に負の固定電荷に起因する電界により、受光部１２の受光面側の界面にホール蓄積（ホ
ールアキュミュレーション）層２３が十分に形成される。したがって、界面から発生する
電荷（電子）を抑制できるとともに、仮に界面から電荷（電子）が発生したとしても、受
光部１２でポテンシャルの井戸になっている電荷貯蓄部分に流入することなく、ホールが
多数存在するホール蓄積層２３を流動し、消滅させることができる。よって、この界面起
因の電荷による暗電流が受光部で検知されるのを防ぐことができ、界面準位起因による暗
電流が抑制される。また、受光部１２の受光面に界面準位を下げる膜２１が形成されてい
ることから、界面準位に起因する電子の発生がさらに抑制されるので、界面準位に起因す
る電子が暗電流として受光部１２中に流れ込むことが抑制される。そして、負の固定電荷
を有する膜２２を用いることで、イオン注入およびアニールを施すことなくＨＡＤ構造の
形成が可能となる。
【０１２１】
　さらに、上記周辺回路部１４上と上記負の固定電荷を有する膜２２との間に好ましくは
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正の固定電荷を持ち、負の固定電荷を有する膜を受光面表面から離すための膜２５を形成
したことから、負の固定電荷を有する膜２２の負の固定電荷は、正の固定電荷を有する膜
２５中の正の固定電荷によって低減されるため、負の固定電荷を有する膜２２中の負の固
定電荷の電界による影響が周辺回路部１４に及ぼされなくなる。よって、負の固定電荷に
よる周辺回路部１４の誤動作が防止できるようになる。
【０１２２】
　ここで、負の固定電荷を有する膜の一例として、酸化ハフニウム（ＨｆＯ2）膜につい
て、負の固定電荷が存在することを以下に説明する。
【０１２３】
　第１サンプルとしては、シリコン基板上に熱酸化シリコン（ＳｉＯ2）膜を介してゲー
ト電極を形成したＭＯＳキャパシタであって、上記熱酸化シリコン膜の膜厚を変えたもの
を用意した。
【０１２４】
　第２サンプルとしては、シリコン基板上にＣＶＤ酸化シリコン（ＣＶＤ－ＳｉＯ2）膜
を介してゲート電極を形成したＭＯＳキャパシタであって、上記ＣＶＤ酸化シリコン膜の
膜厚を変えたものを用意した。
【０１２５】
　第３サンプルとしては、シリコン基板上にオゾン酸化シリコン（Ｏ3－ＳｉＯ2）膜、酸
化ハフニウム（ＨｆＯ2）膜、ＣＶＤ酸化シリコン（ＳｉＯ2）膜を順に積層した積層膜を
介してゲート電極を形成したＭＯＳキャパシタであって、上記ＣＶＤ酸化シリコン膜の膜
厚を変えたものを用意した。なお、ＨｆＯ2膜およびＯ3－ＳｉＯ2膜の膜厚は固定とした
。
【０１２６】
　上記各サンプルのＣＶＤ－ＳｉＯ2膜は、モノシラン（ＳｉＨ4）と酸素（Ｏ2）との混
合ガスを用いたＣＶＤ法により形成され、ＨｆＯ2膜は、テトラキスエチルメチルアミノ
ハフニウム（tetrakisethylmethyl-amino hafnium：ＴＥＭＡＨｆ）とオゾン（Ｏ3）とを
原料としたＡＬＤ法によって形成される。上記第３サンプルにおけるＯ3－ＳｉＯ2膜は、
ＡＬＤ法によってＨｆＯ2膜を形成する際に、ＨｆＯ2とシリコン基板間に形成される1ｎ
ｍ程度の厚さの界面酸化膜である。上記各サンプルにおけるゲート電極はいずれも上層よ
りアルミニウム（Ａｌ）膜、窒化チタン（ＴｉＮ）膜およびチタン（Ｔｉ）膜が積層され
た構造が用いられる。
【０１２７】
　なお、上記サンプル構造で、第１サンプルおよび第２サンプルは、ＳｉＯ2膜の直上に
ゲート電極が形成されているのに対し、第３サンプルのＨｆＯ2膜の適用品のみ、ＨｆＯ2

膜上にＣＶＤ－ＳｉＯ2膜を積層した構造とした。その理由は、ＨｆＯ2とゲート電極とを
直接接触させることで、ＨｆＯ2と電極が界面で反応を起こすことを防ぐためである。
【０１２８】
　また第３サンプルの積層構造で、ＨｆＯ2膜厚を１０ｎｍに固定し、上層のＣＶＤ－Ｓ
ｉＯ2膜の膜厚を変えた。この理由は、ＨｆＯ2は比誘電率が大きいために、１０ｎｍレベ
ルの膜厚を形成しても酸化膜換算の膜厚にすると数ｎｍになってしまい、フラットバンド
電圧Ｖfbの酸化膜換算膜厚に対する変化を見ることが困難であるためである。
【０１２９】
　上記第１サンプル、第２サンプル、第３サンプルについて、酸化膜換算膜厚Ｔoxに対す
るフラットバンド電圧Ｖfbを調べた。その結果を図２２に示す。
【０１３０】
　図２２に示すように、熱酸化（Thermal－ＳｉＯ2）膜の第１サンプル、ＣＶＤ－ＳｉＯ

2膜の第２サンプルは、膜厚増加に対して、フラットバンド電圧がマイナス方向にシフト
している。一方で第３サンプルのＨｆＯ2膜適用品のみ、膜厚増加に対してフラットバン
ド電圧はプラス方向にシフトしていることが確認できた。このフラットバンド電圧の挙動
により、ＨｆＯ2膜は膜中にマイナスの電荷が存在していることが分かる。また、ＨｆＯ2
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以外の前記負の固定電荷を有する膜を構成する各材料についても、ＨｆＯ2と同様に負の
固定電荷を有していることがわかっている。
【０１３１】
　また、上記各サンプルにおける界面準位密度のデータを図２３に示す。この図２３では
、図２２においてＴoxが４０ｎｍ程度でほぼ等しい第１、第２、第３サンプルを用いて、
界面準位密度Ｄitの比較を行った。
【０１３２】
　その結果、図２３に示すように、熱酸化（Thermal－ＳｉＯ2）膜の第１サンプルが２Ｅ
１０(／ｃｍ2・ｅＶ)以下の特性に対し、ＣＶＤ－ＳｉＯ2膜の第２サンプルは１桁程度界
面準位が悪化した結果になっている。一方、ＨｆＯ2膜を用いた第３サンプルは、３Ｅ１
０／ｃｍ2・ｅＶ程度と熱酸化膜に近い良好な界面を有することが確認できた。また、Ｈ
ｆＯ2以外の前記負の固定電荷を有する膜を構成する各材料についても、ＨｆＯ2と同様に
、熱酸化膜に近い良好な界面準位を有することがわかっている。
【０１３３】
　次に、正の固定電荷を有する膜２５を形成した場合の酸化膜換算膜厚Ｔoxに対するフラ
ットバンド電圧Ｖfbを調べた。その結果を図２４に示す。
【０１３４】
　図２４に示すように、熱酸化膜のフラットバンド電圧より大きい場合、膜中に負の電荷
があり、シリコン（Ｓｉ）表面は正孔（ホール）を形成する。このような積層膜として、
例えば、シリコン（Ｓｉ）基板表面に、ＨｆＯ2膜、ＣＶＤ－ＳｉＯ2膜を下層より順に積
層したものがある。一方、熱酸化膜のフラットバンド電圧より小さい場合、膜中に正の電
荷があり、シリコン（Ｓｉ）表面は電子（エレクトロン）を形成する。このような積層膜
として、例えば、シリコン（Ｓｉ）基板表面に、ＣＶＤ－ＳｉＯ2膜、ＣＶＤ－ＳｉＮ膜
、ＨｆＯ2膜、ＣＶＤ－ＳｉＯ2膜を下層より順に積層したものがある。ここで、ＣＶＤ－
ＳｉＮ膜の膜厚を厚くすると熱酸化膜に比べてフラットバンド電圧が大きく負方向に移行
する。またＣＶＤ－ＳｉＮ膜中の正の電荷の影響が、酸化ハフニウム（ＨｆＯ2）の負の
電荷を打ち消している。
【０１３５】
　上記各実施例の固体撮像装置１ないし固体撮像装置５において、前記説明したように、
負の固定電荷を有する膜２２に窒素（Ｎ）を含む場合、負の固定電荷を有する膜２２を形
成した後に高周波プラズマもしくはマイクロ波プラズマによる窒化処理により窒素（Ｎ）
を含ませることができる。また、上記負の固定電荷を有する膜２２に対して、成膜した後
に電子線照射による電子線キュア処理を実施することにより、膜中の負の固定電荷を増や
すことが可能になる。
【０１３６】
　次に、上記に説明した本発明の固体撮像装置の製造方法（第１製造方法）の第１実施例
～第５実施例で用いた負の固定電荷を有する膜２２に酸化ハフニウムを用いた場合の好ま
しい製造方法（第６実施例）を、図２５によって、以下に説明する。図２５は、一例とし
て、前記第１製造方法の第１実施例に適用した場合を示した。本発明の負の固定電荷を有
する膜の形成方法は、前記第１製造方法の第２実施例～第５実施例の負の固定電荷を有す
る膜の形成方法にも同様にして適用できる。
【０１３７】
　負の固定電荷を有する膜２２は、原子層蒸着法（ＡＬＤ法）によって、酸化ハフニウム
で形成する場合、膜質は優れたものとなるが、成膜時間がかかるという問題がある。そこ
で、図２５（１）に示すように、入射光を光電変換する受光部１２、この受光部１２を分
離する画素分離領域１３、受光部１２に対して画素分離領域１３を介して周辺回路（具体
的には図示せず）が形成された周辺回路部１４等が形成された半導体基板（もしくは半導
体層）１１を用意し、上記受光部１２の受光面１２ｓ上、実際には上記半導体基板１１上
に界面準位を下げる膜２１を形成する。次いで、原子層蒸着法によって、上記界面準位を
下げる膜２１上に第１酸化ハフニウム膜２２－１を形成する。この第１酸化ハフニウム膜
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２２－１は、負の固定電荷を有する膜２２として必要な膜厚のうちの少なくとも３ｎｍ以
上の膜厚に形成する。
【０１３８】
　上記第１酸化ハフニウム膜２２－１を成膜する原子層蒸着法（ＡＬＤ法）の成膜条件は
、一例として、プリカーサに、ＴＥＭＡ－Ｈｆ（Tetrakis ethylmethylamido hafnium）
、ＴＤＭＡ－Ｈｆ
（Tetrakis dimethylamido hafnium）もしくはＴＤＥＡ－Ｈｆ（Tetrakis diethylamido 
hafnium）を用い、成膜基板温度を２００℃～５００℃、プリカーサーの流量を１０ｃｍ3

／ｍｉｎ～５００ｃｍ3／ｍｉｎ、プリカーサーの照射時間が１秒～１５秒、オゾン（Ｏ3

）流量を５ｃｍ3／ｍｉｎ～５０ｃｍ3／ｍｉｎとした。
【０１３９】
　なお上記第１酸化ハフニウム膜２２－１は、有機金属化学気相成長法（ＭＯＣＶＤ法）
によって形成することもできる。この場合の成膜条件は、一例として、プリカーサに、Ｔ
ＥＭＡ－Ｈｆ（Tetrakis ethylmethylamido hafnium）、ＴＤＭＡ－Ｈｆ
（Tetrakis dimethylamido hafnium）もしくはＴＤＥＡ－Ｈｆ（Tetrakis diethylamido 
hafnium）を用い、成膜基板温度を２００℃～６００℃、プリカーサーの流量を１０ｃｍ3

／ｍｉｎ～５００ｃｍ3／ｍｉｎ、プリカーサーの照射時間が１秒～１５秒、オゾン（Ｏ3

）流量を５ｃｍ3／ｍｉｎ～５０ｃｍ3／ｍｉｎとした。
【０１４０】
　続いて、図２５（２）に示すように、物理的気相成長法（ＰＶＤ法）によって上記第１
酸化ハフニウム膜２２－１上に第２酸化ハフニウム膜２２－２を形成して、負の固定電荷
を有する膜２２を完成させる。例えば、第１酸化ハフニウム膜２２－１と第２酸化ハフニ
ウム膜２２－２とを合わせた膜厚が５０ｎｍ～６０ｎｍとなるように成膜する。その後、
前記第１実施例～第５実施例等で説明したように、負の固定電荷を有する膜２２上に絶縁
膜４１を形成する以降の工程を行う。
【０１４１】
　上記第２酸化ハフニウム膜２２－２の物理的気相成長法（ＰＶＤ法）での成膜条件は、
一例として、ターゲットにハフニウム金属ターゲットを用い、プロセスガスにアルゴンと
酸素を用い、成膜雰囲気の圧力を０．０１Ｐａ～５０Ｐａ、パワーを５００Ｗ～２．００
ｋＷ、アルゴン（Ａｒ）流量を５ｃｍ3／ｍｉｎ～５０ｃｍ3／ｍｉｎ、酸素（Ｏ2）流量
を５ｃｍ3／ｍｉｎ～５０ｃｍ3／ｍｉｎとした。
【０１４２】
　次に、酸化ハフニウムからなる負の固定電荷を有する膜２２の膜厚を６０ｎｍとし、そ
のうちの第１酸化ハフニウム膜２２－１の膜厚をパラメータとして、固体撮像装置のＣ－
Ｖ（容量―電圧）特性を調べた。その結果を図２６、図２７に示す。いずれの図面も、縦
軸に容量（Ｃ）を示し、横軸に電圧（Ｖ）を示した。
【０１４３】
　図２６に示すように、ＰＶＤ法のみで酸化ハフニウム（ＨｆＯ2）膜を成膜した場合、
フラットバンド電圧Ｖｆｂ＝－１．３２Ｖであり、負電圧となる。これでは、負の固定電
荷を有する膜とはならない。負の固定電荷を有する膜となるには、フラットバンド電圧Ｖ
ｆｂが正電圧である必要がある。また、立ち上がりが鈍いため、界面準位密度が多くなっ
ている。後に説明するが、この場合、界面準位密度Ｄｉｔの評価は界面準位密度があまり
にも高く不能であった。
【０１４４】
　一方、ＡＬＤ法によって第１酸化ハフニウム膜２２－１を３ｎｍの厚さに形成した後、
その上にＰＶＤ法によって第２酸化ハフニウム膜２２－２を５０ｎｍの厚さに成膜した場
合には、フラットバンド電圧Ｖｆｂ＝＋０．４２Ｖであり、正電圧となる。したがって、
負の固定電荷を有する膜となっている。また、立ち上がりが急になっているため、界面準
位密度Ｄｔｉが低く、Ｄｔｉ＝５．１４Ｅ１０／ｃｍ2・ｅＶとなっている。
【０１４５】
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　また、ＡＬＤ法によって第１酸化ハフニウム膜２２－１を１１ｎｍの厚さに形成した後
、その上にＰＶＤ法によって第２酸化ハフニウム膜２２－２を５０ｎｍの厚さに成膜した
場合には、フラットバンド電圧Ｖｆｂは正電圧でさらに高くなっている。したがって、負
の固定電荷を有する膜となっている。また、立ち上がりがさらに急になっているため、界
面準位密度Ｄｔｉが低くなっている。
【０１４６】
　また、図２７に示すように、ＡＬＤ法によって第１酸化ハフニウム膜２２－１を１１ｎ
ｍの厚さに形成した後、その上にＰＶＤ法によって第２酸化ハフニウム膜２２－２を５０
ｎｍの厚さに成膜した場合は、負の固定電荷を有する膜２２を全てＡＬＤ法で成膜した場
合に近いフラットバンド電圧Ｖｆｂが得られ、立ち上がりもほぼ近い状態になっている。
【０１４７】
　次に、上記第１酸化ハフニウム膜２２－１を１１ｎｍの厚さに形成した後、その上にＰ
ＶＤ法によって第２酸化ハフニウム膜２２－２を５０ｎｍの厚さに成膜した場合の負の固
定電荷を有する膜について、直流を用いた一般的なＣ－Ｖ特性の測定（Ｑｓ－ＣＶ：Quas
i-static-CV）と高周波を用いた測定（Ｈｆ－ＣＶ）を行った。上記Ｑｓ－ＣＶ測定は、
ゲート電圧を時間の一次関数として掃引し、ゲート・基板間に流れる変位電流を求める測
定法であり、ここから低周波領域のキャパシタンスを求める。その結果を図２８に示した
。また、Ｑｓ－ＣＶの測定値とＨｆ－ＣＶの測定値の差分から界面準位密度Ｄｔｉを求め
た。その結果、Ｄｔｉ＝５．１４Ｅ１０／ｃｍ2・ｅＶとなり、十分低い値が得られた。
また、上記説明したように、フラットバンド電圧Ｖｆｂ＝＋０．４２Ｖであり、正電圧と
なった。
【０１４８】
　したがって、上記第１酸化ハフニウム膜２２－１を３ｎｍ以上の膜厚に成膜することで
、負の固定電荷を有する膜２２のフラットバンド電圧Ｖｆｂの値を正電圧とすることがで
き、また界面準位密度Ｄｔｉを低くすることができる。よって、上記第１酸化ハフニウム
膜２２－１を、負の固定電荷を有する膜２２として必要な膜厚のうちの少なくとも３ｎｍ
以上の膜厚に形成することが好ましい。
【０１４９】
　上記第１酸化ハフニウム膜２２－１は原子層蒸着法によって形成された膜である。原子
層蒸着法による酸化ハフニウム膜の成膜では、その膜厚が３ｎｍ未満では、次の第２酸化
ハフニウム膜２２－２の成膜をＰＶＤ法で行った場合、そのＰＶＤ法に起因する界面ダメ
ージが生じるが、第１酸化ハフニウム膜２２－１の膜厚が３ｎｍ以上になると次の第２酸
化ハフニウム膜２２－２の成膜をＰＶＤ法によって行っても界面ダメージが抑制される。
このようにＰＶＤ法による界面ダメージが抑制されるように、第１酸化ハフニウム膜２２
－１の膜厚を３ｎｍ以上にすることで、第１酸化ハフニウム膜２２－１と第２酸化ハフニ
ウム膜２２－２とを合わせた膜は、そのフラットバンド電圧Ｖｆｂの値が正電圧になるの
で、負の固定電荷を有する膜になる。よって、上記界面準位を下げる膜２１との界面側に
形成される上記第１酸化ハフニウム膜２２－１は３ｎｍ以上の膜厚としている。なお、上
記ＰＶＤ法は、一例としてスパッタ法がある。
【０１５０】
　一方、上記負の固定電荷を有する膜２２の全てを原子層蒸着法によって成膜したのでは
、Ｃ－Ｖ特性は優れたものとなるが、成膜に時間がかかり過ぎるため、生産性が著しく低
下することになる。このため、上記第１酸化ハフニウム膜２２－１の膜厚をあまり厚くす
ることができない。原子層蒸着法では、例えば１０ｎｍの厚さに酸化ハフニウムを成膜す
るのに４５分程度かかる。一方、物理的気相成長法では、例えば５０ｎｍの厚さに酸化ハ
フニウムを成膜するのに３分程度ですむ。したがって、生産性を考慮して、第１酸化ハフ
ニウム膜２２－１の膜厚の上限が決定される。例えば、負の固定電荷を有する膜２２の成
膜時間を１時間以内とするならば、第１酸化ハフニウム膜２２－１の膜厚は１１ｎｍ～１
２ｎｍ程度が上限となる。このように、原子層蒸着法と物理的気相成長法とを併用する成
膜方法によれば、負の固定電荷を有する膜２２の全てを原子層蒸着法やＣＶＤ法で成膜す
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るより成膜時間の大幅なる短縮が可能になるので、量産効率の向上が図れる。また、原子
層蒸着法やＭＯＣＶＤ法では、物理的気相成長法で成膜するより下地に与えるダメージが
ほとんどない。このため、受光センサー部へのダメージが低減され、暗電流の発生の原因
となる界面準位密度が大きくなるという問題が解決できる。
【０１５１】
　上記説明では、負の固定電荷を有する膜２２を酸化ハフニウム膜で形成した場合につい
て説明したが、負の固定電荷を有する膜２２は、前記説明した膜、例えば、酸化アルミニ
ウム（Ａｌ2Ｏ3）膜、酸化ジルコニウム（ＺｒＯ2）膜、酸化タンタル（Ｔａ2Ｏ5）膜、
酸化チタン（ＴｉＯ2）膜、または、酸化ランタン（Ｌａ2Ｏ3）、酸化プラセオジム（Ｐ
ｒ2Ｏ3）、酸化セリウム（ＣｅＯ2）、酸化ネオジム（Ｎｄ2Ｏ3）、酸化プロメチウム（
Ｐｍ2Ｏ3）、酸化サマリウム（Ｓｍ2Ｏ3）酸化ユウロピウム（Ｅｕ2Ｏ3）、酸化ガドリニ
ウム（Ｇｄ2Ｏ3）、酸化テルビウム（Ｔｂ2Ｏ3）、酸化ジスプロシウム（Ｄｙ2Ｏ3）、酸
化ホルミウム（Ｈｏ2Ｏ3）、酸化エルビウム（Ｅｒ2Ｏ3）、酸化ツリウム（Ｔｍ2Ｏ3）、
酸化イッテルビウム（Ｙｂ2Ｏ3）、酸化ルテチウム（Ｌｕ2Ｏ3）、酸化イットリウム（Ｙ

2Ｏ3）等、さらには、窒化ハフニウム膜、窒化アルミニウム膜、酸窒化ハフニウム膜また
は酸窒化アルミニウム膜についても、同様に、初めに原子層蒸着法で成膜し、その後物理
的気相成長法で成膜する本発明の製造方法を適用することができ、酸化ハフニウム膜の場
合と同様なる効果を得ることができる。
【０１５２】
　次に、本発明の固体撮像装置（第２固体撮像装置）の一実施の形態（第１実施例）を、
図２９の要部構成断面図によって説明する。なお、図２９では、受光部の一部および周辺
回路部を遮光する遮光膜、受光部に入射する光を分光するカラーフィルター層、受光部に
入射光を集光する集光レンズ等の図示はしていない。
【０１５３】
　図２９に示すように、固体撮像装置６は、半導体基板（もしくは半導体層）１１に、入
射光を光電変換する受光部１２を有し、この受光部１２の側部には画素分離領域１３を介
して周辺回路（例えば回路１４Ｃ）が形成された周辺回路部１４を有している。上記受光
部（後に説明するホール蓄積層２３も含む）１２の受光面１２ｓ上には、絶縁膜２７が形
成されている。この絶縁膜２７は、例えば、酸化シリコン（ＳｉＯ2）膜で形成されてい
る。上記絶縁膜２７上には負電圧を印加する膜２８が形成されている。
【０１５４】
　図面では、上記絶縁膜２７は、上記負電圧を印加する膜２８の上記周辺回路部１４表面
からの距離が上記受光部１２表面からの距離よりも長くなるように、上記受光部１２上よ
り周辺回路部１４上のほうが厚く形成されている。また、この絶縁膜２７は、例えば酸化
シリコン膜で形成されている場合、受光部１２上においては、前記説明した界面準位を下
げる膜２１と同様な作用を有する。そのためには、上記受光部１２上の上記絶縁膜２７は
、例えば、１原子層以上、１００ｎｍ以下の膜厚に形成されていることが好ましい。これ
によって、負電圧を印加する膜２８に負電圧が印加されると、上記受光部１２の受光面側
にホール蓄積層２３が形成される。
【０１５５】
　上記周辺回路部１４の周辺回路には、例えば、上記固体撮像装置１がＣＭＯＳイメージ
センサの場合には、転送トランジスタ、リセットトランジスタ、増幅トランジスタおよび
選択トランジスタ等のトランジスタで構成される画素回路がある。また、複数の受光部１
２で構成される画素アレイ部の読み出し行の信号の読み出し動作を行う駆動回路、読み出
した信号を転送する垂直走査回路、シフトレジスタもしくはアドレスデコーダ、水平走査
回路等が含まれる。
【０１５６】
　また、上記周辺回路部１４の周辺回路には、例えば、上記固体撮像装置１がＣＣＤイメ
ージセンサの場合には、受光部より光電変換された信号電荷を垂直転送ゲートに読み出す
読み出しゲート、読み出した信号電荷を垂直方向に転送する垂直電荷転送部がある。また
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、水平電荷転送部等が含まれる。
【０１５７】
　上記負電圧を印加する膜２８は、例えば、入射光に対して透明な導電性を有する膜で形
成され、例えば、可視光に対して透明な導電性膜で形成されている。このような膜として
は、インジウムスズ酸化膜、インジウム亜鉛酸化膜、またはインジウム酸化膜、スズ酸化
膜、ガリウム亜鉛酸化膜等を用いることができる。
【０１５８】
　上記固体撮像装置６における負電圧を印加する膜２８上の構成は、受光部１２の一部と
周辺回路部１４を遮光する遮光膜、少なくとも受光部１２に入射される入射光を分光する
カラーフィルター層、受光部１２に入射光を集光する集光レンズ等が設けられているもの
である。その構成は、一例として、前記固体撮像装置１、２、３のいずれかの構成を適用
することもできる。
【０１５９】
　上記固体撮像装置（第２固体撮像装置）６では、受光部１２の受光面１２ｓに形成した
絶縁膜２７上に負電圧を印加する膜２８が形成されていることから、負電圧を印加する膜
２８に負電圧が印加されることで発生した電界により、受光部１２の受光面１２ｓ側の界
面にホール蓄積（ホールアキュミュレーション）層が十分に形成される。したがって、界
面から発生する電荷（電子）が抑制されるとともに、仮に界面から電荷（電子）が発生し
たとしても、受光部でポテンシャルの井戸になっている電荷貯蓄部分に流入することなく
、ホールが多数存在するホール蓄積層２３を流動し、消滅させることができる。よって、
この界面起因の電荷が、暗電流となって受光部１２に検知されるのを防ぐことができ、界
面準位起因による暗電流が抑制される。さらに、受光部１２の受光面１２ｓに界面準位を
下げる膜となる絶縁膜２７が形成されていることから、界面準位に起因する電子の発生が
さらに抑制されるので、界面準位に起因する電子が暗電流として受光部１２中に流れ込む
ことが抑制される。
【０１６０】
　また、図示したように、絶縁膜２７によって、上記負電圧を印加する膜２８の上記周辺
回路部１４表面からの距離が上記受光部１２表面からの距離よりも長くなるように形成さ
れていることから、負電圧を印加する膜２８に負電圧が印加された際に発生する電界の影
響が周辺回路部１４に及ぶのが低減されるので、周辺回路部１４での回路誤動作をなくす
ことができる。
【０１６１】
　次に、本発明の固体撮像装置（第２固体撮像装置）の一実施の形態（第２実施例）を、
図３０の要部構成断面図によって説明する。なお、図３０では、受光部の一部および周辺
回路部を遮光する遮光膜、受光部に入射する光を分光するカラーフィルター層、受光部に
入射光を集光する集光レンズ等の図示はしていない。
【０１６２】
　図３０に示すように、固体撮像装置７は、前記固体撮像装置６において、上記周辺回路
部１４上、実質的には絶縁膜２７と上記負電圧を印加する膜２８との間に、負電圧を印加
する膜を受光面表面から離すための膜２５を形成する。前記膜２５は負電圧の影響を打ち
消すために、正の固定電荷を有することが望ましい。正の固定電荷を有する上記膜２５は
、上記周辺回路部１４上と上記負電圧を印加する膜２８との間に形成されていればよく、
上記絶縁膜２７上であっても絶縁膜２７の下であってもよい。また、図面では、絶縁膜２
７は均一な厚さの膜で形成されている場合を示したが、前記固体撮像装置６のように、周
辺回路部１４上の方が受光部１２上よりも厚さが厚い絶縁膜であってもよい。
【０１６３】
　上記正の固定電荷を有する膜２５には、一例として、窒化シリコン膜がある。
【０１６４】
　このように、上記周辺回路部１４と上記負電圧を印加する膜２８の間に正の固定電荷を
有する膜２５が形成されていることから、負電圧を印加する膜２８に負電圧が印加された
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際に発生する負の電界は、正の固定電荷を有する膜２５中の正の固定電荷によって低減さ
れるため、この負の電界による影響が周辺回路部１４に及ぼされなくなる。よって、負の
電界による周辺回路部１４の誤動作が防止できるようになるので、周辺回路部１４の信頼
性が高められる。上記のように、上記周辺回路部１４上と上記負電圧を印加する膜２８と
の間に正の固定電荷を有する膜２５が形成される構成は、前記固体撮像装置６にも適用す
ることができ、固体撮像装置７と同様なる効果を得ることができる。
【０１６５】
　次に、本発明の固体撮像装置の製造方法（第２製造方法）の一実施の形態（第１実施例
）を、図３１～図３３の要部を示した製造工程断面図によって説明する。図３１～図３３
では、一例として、前記固体撮像装置４の製造工程を示す。
【０１６６】
　図３１（１）に示すように、半導体基板（もしくは半導体層）１１に、入射光を光電変
換する受光部１２、この受光部１２を分離する画素分離領域１３、受光部１２に対して画
素分離領域１３を介して周辺回路（例えば回路１４Ｃ）が形成された周辺回路部１４等を
形成する。この製造方法は、既存の製造方法を用いる。次いで、上記入射光に対して透過
性を有する絶縁膜２９を形成する。この絶縁膜２９は、例えば酸化シリコン膜で形成され
る。
【０１６７】
　次に、図３１（２）に示すように、レジスト塗布、リソグラフィー技術によって、上記
周辺回路部１４上方の上記絶縁膜２９上にレジストマスク５３を形成する。
【０１６８】
　次に、図３２（３）に示すように、上記レジストマスク５３〔前記図３１（２）参照〕
を用いたエッチングによって、上記絶縁膜２９を加工して、上記周辺回路部１４上に絶縁
膜２９を残す。その後、上記レジストマスク５３を除去する。
【０１６９】
　次に、図３２（４）に示すように、上記受光部１２の受光面１２ｓ上、実際には上記半
導体基板１１上に、上記絶縁膜２６を被覆する界面準位を下げる膜２１を形成する。この
界面準位を下げる膜２１は、例えば、酸化シリコン（ＳｉＯ2）膜で形成される。これに
よって、絶縁膜２７が上記絶縁膜２９と上記界面準位を下げる膜２１とによって形成され
る。
【０１７０】
　次に、図３３（５）に示すように、上記界面準位を下げる膜２１上に負電圧を印加する
膜２８を形成する。この負電圧を印加する膜２８に負電圧が印加されることによって、上
記受光部１２の受光面側にホール蓄積層２３が形成される。したがって、上記界面準位を
下げる膜２１は、少なくとも受光部１２上では、上記負電圧を印加する膜２８に印加され
た負電圧によって、上記受光部１２の受光面１２ｓ側にホール蓄積層２３が形成されるよ
うな膜厚に形成される必要がある。その膜厚は、例えば、１原子層以上、１００ｎｍ以下
とする。
【０１７１】
　上記負電圧を印加する膜２８は、例えば、入射光に対して透明な導電性を有する膜で形
成され、例えば、可視光に対して透明な導電性膜で形成されている。このような膜として
は、インジウムスズ酸化膜、インジウム亜鉛酸化膜、またはインジウム酸化膜、スズ酸化
膜、ガリウム亜鉛酸化膜等を用いることができる。
【０１７２】
　上記固体撮像装置６における負電圧を印加する膜２８上には、受光部１２の一部と周辺
回路部１４を遮光する遮光膜、少なくとも受光部１２に入射される入射光を分光するカラ
ーフィルター層、受光部１２に入射光を集光する集光レンズ等が形成される。その製造方
法は、一例として、前記固体撮像装置の製造方法（第１製造方法）の各実施例で説明した
いずれかの方法を適用することもできる。
【０１７３】
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　上記固体撮像装置６の製造方法（第２製造方法）の第１実施例では、受光部１２の受光
面１２ｓに形成した絶縁膜２７上に負電圧を印加する膜２８を形成することから、負電圧
を印加する膜２８に負電圧が印加されることで発生した電界により、受光部１２の受光面
１２ｓ側の界面にホール蓄積（ホールアキュミュレーション）層が十分に形成される。し
たがって、界面から発生する電荷（電子）が抑制できるとともに、仮に界面から電荷（電
子）が発生したとしても、受光部でポテンシャルの井戸になっている電荷貯蓄部分に流入
することなく、ホールが多数存在するホール蓄積層２３を流動し、消滅させることができ
る。よって、この界面起因の電荷が、暗電流となって受光部１２に検知されるのを防ぐこ
とができ、界面準位起因による暗電流が抑制される。さらに、受光部１２の受光面１２ｓ
に界面準位を下げる膜２１が形成されていることから、界面準位に起因する電子の発生が
さらに抑制されるので、界面準位に起因する電子が暗電流として受光部１２中に流れ込む
ことが抑制される。
【０１７４】
　また、図示したように、絶縁膜２７によって、上記負電圧を印加する膜２８の上記周辺
回路部１４表面からの距離が上記受光部１２表面からの距離よりも長くなるように、受光
部１２上の絶縁膜２７の膜厚よりも周辺回路部１４上の絶縁膜２７の膜厚のほうが厚くな
るように形成されている。このことから、負電圧を印加する膜２８に負電圧が印加された
際に発生する電界の影響が周辺回路部１４に及ぶのが低減される。すなわち、電界強度が
低減されて、周辺回路部１４表面でホールが蓄積されるのが抑制されるので、周辺回路部
１４での回路誤動作をなくすことができる。
【０１７５】
　次に、本発明の固体撮像装置の製造方法（第２製造方法）の一実施の形態（第２実施例
）を、図３４～図３５の要部を示した製造工程断面図によって説明する。図３４～図３５
では、一例として、前記固体撮像装置４の製造工程を示す。
【０１７６】
　図３４（１）に示すように、半導体基板（もしくは半導体層）１１に、入射光を光電変
換する受光部１２、この受光部１２を分離する画素分離領域１３、受光部１２に対して画
素分離領域１３を介して周辺回路（例えば回路１４Ｃ）が形成された周辺回路部１４等を
形成する。この製造方法は、既存の製造方法を用いる。次いで、上記入射光に対して透過
性を有する絶縁膜２７を形成する。この絶縁膜２７は、例えば酸化シリコン膜で形成され
る。さらに、上記絶縁膜２７上に正の固定電荷を有する膜２５を形成する。この正の固定
電荷を有する膜２５は、例えば窒化シリコン膜で形成される。
【０１７７】
　次に、図３４（２）に示すように、レジスト塗布、リソグラフィー技術によって、上記
周辺回路部１４上方の上記正の固定電荷を有する膜２５上にレジストマスク５４を形成す
る。
【０１７８】
　次に、図３５（３）に示すように、上記レジストマスク５４〔前記図３４（２）参照〕
を用いたエッチングによって、上記正の固定電荷を有する膜２５を加工して、上記周辺回
路部１４上に正の固定電荷を有する膜２５を残す。その後、上記レジストマスク５４を除
去する。
【０１７９】
　次に、図３５（４）に示すように、上記絶縁膜２７および上記正の固定電荷を有する膜
２５上に負電圧を印加する膜２８を形成する。この負電圧を印加する膜２８に負電圧が印
加されることによって、上記受光部１２の受光面側にホール蓄積層２３が形成される。そ
のとき、上記絶縁膜２７を、界面準位を下げる膜として機能させることができる。そのた
めには、上記絶縁膜２７は、少なくとも受光部１２上では、上記負電圧を印加する膜２８
に印加された負電圧によって、上記受光部１２の受光面１２ｓ側にホール蓄積層２３が形
成されるような膜厚に形成される必要がある。その膜厚は、例えば、１原子層以上、１０
０ｎｍ以下とする。
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【０１８０】
　上記負電圧を印加する膜２８は、例えば、入射光に対して透明な導電性を有する膜で形
成され、例えば、可視光に対して透明な導電性膜で形成されている。このような膜として
は、インジウムスズ酸化膜、インジウム亜鉛酸化膜、またはインジウム酸化膜、スズ酸化
膜、ガリウム亜鉛酸化膜等を用いることができる。
【０１８１】
　上記固体撮像装置７における負電圧を印加する膜２８上には、図示はしないが、受光部
１２の一部と周辺回路部１４を遮光する遮光膜、少なくとも受光部１２に入射される入射
光を分光するカラーフィルター層、受光部１２に入射光を集光する集光レンズ等が形成さ
れる。その製造方法は、一例として、前記固体撮像装置の製造方法（第１製造方法）の各
実施例で説明したいずれかの方法を適用することもできる。
【０１８２】
　上記固体撮像装置７の製造方法（第２製造方法）の第２実施例では、受光部１２の受光
面１２ｓに形成した絶縁膜２７上に負電圧を印加する膜２８を形成することから、負電圧
を印加する膜２８に負電圧が印加されることで発生した電界により、受光部１２の受光面
１２ｓ側の界面にホール蓄積（ホールアキュミュレーション）層が十分に形成される。し
たがって、界面から発生する電荷（電子）が抑制できるとともに、仮に界面から電荷（電
子）が発生したとしても、受光部でポテンシャルの井戸になっている電荷貯蓄部分に流入
することなく、ホールが多数存在するホール蓄積層２３を流動し、消滅させることができ
る。よって、この界面起因の電荷が、暗電流となって受光部１２に検知されるのを防ぐこ
とができ、界面準位起因による暗電流が抑制される。さらに、受光部１２の受光面１２ｓ
に界面準位を下げる膜２１が形成されていることから、界面準位に起因する電子の発生が
さらに抑制されるので、界面準位に起因する電子が暗電流として受光部１２中に流れ込む
ことが抑制される。
【０１８３】
　また、上記周辺回路部１４と上記負電圧を印加する膜２８の間に正の固定電荷を有する
膜２５を形成することから、負電圧を印加する膜２８に負電圧が印加された際に発生する
負の電界は、正の固定電荷を有する膜２５中の正の固定電荷によって低減されるため、こ
の負の電界による影響が周辺回路部１４に及ぼされなくなる。よって、負の電界による周
辺回路部１４の誤動作が防止できる。上記のように、上記周辺回路部１４上と上記負電圧
を印加する膜２８との間に正の固定電荷を有する膜２５が形成される構成は、前記固体撮
像装置６にも適用することができ、固体撮像装置７と同様なる効果を得ることができる。
【０１８４】
　次に、本発明の固体撮像装置（第３固体撮像装置）の一実施の形態（実施例）を、図３
６の要部構成断面図によって説明する。なお、図３６では、受光部を主に示し、周辺回路
部、配線層、受光部の一部および周辺回路部を遮光する遮光膜、受光部に入射する光を分
光するカラーフィルター層、受光部に入射光を集光する集光レンズ等の図示はしていない
。
【０１８５】
　図３６に示すように、固体撮像装置８は、半導体基板（もしくは半導体層）１１に、入
射光を光電変換する受光部１２を有する。この受光部１２の受光面１２ｓ側には、絶縁膜
３１が形成され、この絶縁膜３１は、例えば、酸化シリコン（ＳｉＯ2）膜で形成されて
いる。上記絶縁膜３１上には、光電変換する受光部１２の受光面１２ｓ側の界面よりも仕
事関数の値が大きい膜（以下、ホール蓄積補助膜という。）３２が形成されており、この
仕事関数の違いによりホール蓄積層２３が形成される。このホール蓄積補助膜３２は、電
気的に他の素子、配線と接続されている必要がないので、絶縁膜であっても、金属膜のよ
うな導電性を有する膜であってもよい。
【０１８６】
　また、上記受光部１２が形成される半導体基板１１の光入射側とは反対側には、例えば
複数層の配線５１と絶縁膜５２とからなる配線層５３が形成されている。さらにその配線



(30) JP 2008-306154 A 2008.12.18

10

20

30

40

50

層５３は、支持基板５４に支持されている。
【０１８７】
　例えば、ホール蓄積層２３はシリコン（Ｓｉ）で形成されていることから、その仕事関
数の値は、およそ５．１ｅＶである。したがって、上記ホール蓄積補助膜３２は、仕事関
数の値が５．１よりも大きい値の膜であればよい。
【０１８８】
　例えば、金属膜を用いる場合、理科年表によれば、イリジウム（１１０）膜の仕事関数
の値は５．４２、イリジウム（１１１）膜の仕事関数の値は５．７６、ニッケル膜の仕事
関数の値は５．１５、パラジウム膜の仕事関数の値は５．５５、オスミウム膜の仕事関数
の値は５．９３、金（１００）膜の仕事関数の値は５．４７、金（１１０）膜の仕事関数
の値は５．３７、白金膜の仕事関数の値は５．６４である。上記ホール蓄積補助膜３２に
は、これらの膜を用いることができる。また、上記以外の膜であっても、受光部１２の受
光面１２ｓ側の界面よりも仕事関数地が大きい金属膜であれば、ホール蓄積補助膜３２に
用いることができる。また、透明電極として使用されているＩＴＯ（Ｉｎ2Ｏ3）の仕事関
数値は４．８ｅＶとされているが、酸化物半導体の仕事関数は、成膜方法や不純物導入で
制御することが可能である。
【０１８９】
　上記ホール蓄積補助膜３２は、光入射側に形成されることから、入射光を透過する膜厚
に形成されることが重要であり、その入射光の透過率は、できうる限り高い透過率を有す
ることが好ましく、例えば、９５％以上の透過率が確保されることが好ましい。
【０１９０】
　また、ホール蓄積補助膜３２は、受光部１２表面との仕事関数差を利用できればよく、
低抵抗値に制限はないため、例えば導電膜を用いた場合であったも膜厚を厚く形成する必
要はない。例えば、入射光強度をＩ0、吸光係数α（ただし、α＝（４πｋ）／λ、ｋは
ボルツマン定数、λは入射光の波長）とすると、深さｚ位置での光強度は、Ｉ（ｚ）＝Ｉ

0ｅｘｐ（－α・ｚ）で表される。よって、Ｉ（ｚ）／Ｉ0＝０．８なる厚さを求めると、
例えばイリジウム膜は１．９ｎｍ。金膜は４．８ｎｍ、白金膜は３．４ｎｍとなり、膜種
によって異なるが、好ましくは２ｎｍ以下であればよいことがわかる。
【０１９１】
　また、上記ホール蓄積補助膜３２は有機膜であってもよい、例えば、ポリエチレンジオ
キシチオフェン（polysthylenedioxytyiophene）を用いることもできる。前述したように
、上記ホール蓄積補助膜３２は、受光部１２の受光面１２ｓ側界面の仕事関数値よりも高
い仕事関数値を有するものであれば、導電膜であっても、絶縁膜であっても、半導体膜で
あってもよいのである。
【０１９２】
　上記固体撮像装置８では、受光部１２上に形成された絶縁膜３１上に受光部１２の受光
面１２ｓ側界面２３よりも仕事関数の値が大きい膜（ホール蓄積補助膜）３２を有するこ
とから、それによってホール蓄積層２３のホールの蓄積効率が高められ、受光部１２の受
光側界面に形成されているホール蓄積層２３は十分なホールを蓄積することが可能なもの
となる。それによって、暗電流が低減される。
【０１９３】
　次に、ホール蓄積補助膜３２を用いる固体撮像装置の構成の一例を、図３７によって説
明する。図３７では、ＣＭＯＳイメージセンサを示した。
【０１９４】
　図３７に示すように、半導体基板１１には、入射光を電気信号に変換する受光部（例え
ばフォトダイオード）１２、転送トランジスタ、増幅トランジスタ、リセットトランジス
タ等のトランジスタ群５５（図面ではその一部を図示）等を有する複数の画素部６１が形
成されている。上記半導体基板１１には、例えばシリコン基板を用いる。さらに、各受光
部１２から読み出した信号電荷を処理する信号処理部（図示せず）が形成されている。
【０１９５】
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　上記画素部６１の周囲の一部、例えば行方向もしくは列方向の画素部６１間には、素子
分離領域１３が形成されている。
【０１９６】
　また、上記受光部１２が形成された半導体基板１１の表面側（図面では半導体基板１１
の下側）には配線層５３が形成されている。この配線層５３は、配線５１とこの配線５１
を被覆する絶縁膜５２からなる。上記配線層５３には、支持基板５４が形成されている。
この支持基板５４は、例えばシリコン基板からなる。
【０１９７】
　さらに、上記固体撮像装置１には、半導体基板１１裏面側に上記ホール蓄積層２３が形
成され、その上面に絶縁膜３１を介して前記説明したホール蓄積補助膜３２が形成されて
いる。さらに絶縁膜（図示せず）を介して有機カラーフィルター層４４が形成されている
。この有機カラーフィルター層４４は、上記受光部１２に対応させて形成され、例えば、
青（Ｂｌｕｅ）と赤（Ｒｅｄ）と緑（Ｇｒｅｅｎ）の有機カラーフィルターを例えば市松
模様に配置したものからなる。また、各有機カラーフィルター層４４上には、各受光部１
２に入射光を集光させる集光レンズ４５が形成されている。
【０１９８】
　次に、本発明の固体撮像装置の製造方法（第３製造方法）の一実施の形態（第１実施例
）を、図３８のフローチャート、図３９の製造工程断面図、および図４０の要部を示した
製造工程断面図によって説明する。図３８～図４０では、一例として、前記固体撮像装置
８の製造工程を示す。
【０１９９】
　図３８（１）および図３９（１）に示すように、まず、シリコン基板８２上に絶縁層（
例えば、酸化シリコン層）８３を介してシリコン層８４が形成されたＳＯＩ基板８１を用
意し、シリコン層８４にアライメントのための裏面マーク８５を形成する。
【０２００】
　次に、図３８（２）および図３９（２）に示すように、ＳＯＩ基板８１のシリコン層８
４に、素子分離領域（図示せず）の形成、ホール蓄積層２３の形成、受光部１２の形成、
トランジスタ群５５の形成、配線層５３の形成等を行う。このうちホール蓄積層２３は、
後の基板薄膜化後の工程で形成してもよい。
【０２０１】
　次に、図３８（３）および図３９（３）に示すように、配線層５３と支持基板５４を張
り合わせる。
【０２０２】
　次に、図３８（４）および図３９（４）に示すように、ＳＯＩ基板８１の薄膜化を実施
する。ここでは、シリコン基板８２を、例えば研削、研磨により除去する。
【０２０３】
　図示はしないが、上記ホール蓄積層２３は、ＳＯＩ基板８１の絶縁膜８２を除去した後
、キャップ膜（図示せず）を形成し、不純物導入および活性化処理により形成してもよい
。一例として、キャップ膜としてプラズマ－ＴＥＯＳ酸化シリコン膜を３０ｎｍの厚さに
形成し、不純物導入はホウ素のイオン注入で行う。このイオン注入条件は、例えば打ち込
みエネルギーを２０ｋｅＶ、ドーズ量を１×１０13／ｃｍ2に設定する。また、活性化は
、配線層５３と支持基板５４との貼り合わせを破壊しないような４００℃以下のアニール
で行うことが好ましい。そして、上記キャップ層を、例えば希フッ酸処理で除去する。こ
のとき、ＳＯＩ基板８１の絶縁層８３を除去してもよい。
【０２０４】
　このようにして、図４０（１）に示すように、受光部１２上に受光部の受光面側界面２
３が形成される。
【０２０５】
　次に、図４０（２）に示すように、ホール蓄積層２３上（光入射側）に絶縁膜３１を形
成する。一例として、プラズマ－ＴＥＯＳ酸化シリコン膜を３０ｎｍの厚さに形成する。
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【０２０６】
　次に、図４０（３）に示すように、上記絶縁膜３１（光入射側）に受光部１２の受光面
１２ｓ側界面（仕事関数値が約５．１ｅＶ）よりも大きい仕事関数値を有する膜、ホール
蓄積補助膜３２を形成する。一例として、金属薄膜である仕事関数５．６ｅＶの白金（Ｐ
ｔ）膜をスパッタリングで３ｎｍの厚さに成膜する。他の金属薄膜としては、イリジウム
（Ｉｒ）、レニウム（Ｒｅ）、ニッケル（Ｎｉ）、パラジウム（Ｐｄ）、コバルト（Ｃｏ
）、ルテニウム（Ｒｕ）、ロジウム（Ｒｈ）、オスミウム（Ｏｓ）、金（Ａｕ）などが候
補となる。合金でももちろん可能である。
【０２０７】
　また、上記ホール蓄積補助膜３２の材料は、この例では受光部の受光面側界面の仕事関
数が約５．１ｅＶであるため、ＩＴＯ（Ｉｎ2Ｏ3）でも可能である。ＩＴＯはその成膜プ
ロセスで４．５ｅＶ～５．６ｅＶの仕事関数を持つことが可能である。また、他の酸化物
半導体としてＲｕＯ2、ＳｎＯ2、ＩｒＯ2、ＯｓＯ2、ＺｎＯ、ＲｅＯ2、ＭｏＯ2やアクセ
プタ不純物を導入した半導体や有機材料であるポリエチレンジオキシチオフェン（polyst
hylenedioxytyiophene：ＰＥＤＯＴ）なども５．１ｅＶよりも大きな仕事関数値を持たせ
ることができるので、ホール蓄積補助膜３２の材料となり得る。また、成膜手法としては
、４００℃以下の成膜手法としてＡＬＤ、ＣＶＤ、気相ドーピング等が挙げられる。
【０２０８】
　次に、図３８（５）および図３９（５）に示すように、バリアメタル９１を介して裏面
電極９２を形成する。
【０２０９】
　次に、図３８（６）および図３９（６）に示すように、受光部１２上方に、カラーフィ
ルター層４４を形成した後、集光レンズ４５を形成する。このようにして、固体撮像装置
８が形成される。
【０２１０】
　上記固体撮像装置の製造方法（第３製造方法）では、受光部１２上に形成された絶縁膜
３１上に受光部１２の受光面１２ｓ側界面よりも仕事関数の値が大きい膜、ホール蓄積補
助膜３２を形成することから、ホール蓄積層２３のホールの蓄積効率が高められ、受光部
１２の受光面１２ｓ側界面に形成されているホール蓄積層２３は十分なホールを蓄積する
ことが可能なものとなる。それによって、暗電流が低減される。また、上記ホール蓄積補
助膜３２は、ホール蓄積層２３の仕事関数値よりも高い仕事関数値を有するものであれば
よく、電流を通す必要がないため、導電膜であっても、絶縁膜であっても、半導体膜であ
ってもよい。そのため、ホール蓄積補助膜３２に高抵抗となる材料の選択も可能となる。
また、ホール蓄積補助膜３２には外部信号入力端子も不要であるという特徴を有する。
【０２１１】
　上記各実施例の固体撮像装置１～８は、入射光量を電気信号に変換する受光部を有する
複数の画素部と、各画素部が形成された半導体基板の一面側に配線層を備え、この配線層
が形成されている面とは反対側より入射される光を上記各受光部で受光する構成の裏面照
射型固体撮像装置に適用することができる。当然のことながら、受光面側に配線層が形成
され、かつ受光部へ入射される入射光の光路を上記配線層の未形成領域として受光部に入
射される入射光を遮らないようにした、表面照射型固体撮像装置にも適用することができ
る。
【０２１２】
　次に、本発明の撮像装置に係る一実施の形態（実施例）を、図４１のブロック図によっ
て説明する。この撮像装置には、例えば、ビデオカメラ、デジタルスチルカメラ、携帯電
話のカメラ等がある。
【０２１３】
　図４１に示すように、撮像装置５００は、撮像部５０１に固体撮像装置（図示せず）を
備えている。この撮像部５０１の集光側には像を結像させる結像光学系５０２が備えられ
、また、撮像部５０１には、それを駆動する駆動回路、固体撮像装置で光電変換された信
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号を画像に処理する信号処理回路等を有する信号処理部５０３が接続されている。また上
記信号処理部によって処理された画像信号は画像記憶部（図示せず）によって記憶させる
ことができる。このような撮像装置５００において、上記固体撮像装置には、前記実施の
形態で説明した固体撮像装置１ないし固体撮像装置８を用いることができる。
【０２１４】
　本発明の撮像装置５００では、本願発明の固体撮像装置１もしくは固体撮像装置２また
は前記図４に示した構成の反射膜を形成した集光レンズを有する固体撮像装置を用いるこ
とから、上記説明したのと同様に、色再現性や解像度を高めることができる固体撮像装置
用いているので、高品位な映像を記録できるという利点があるという利点がある。
【０２１５】
　なお、本発明の撮像装置５００は、上記構成に限定されることはなく、固体撮像装置を
用いる撮像装置であれば如何なる構成のものにも適用することができる。
【０２１６】
　上記固体撮像装置１ないし固体撮像装置８等はワンチップとして形成された形態であっ
てもよいし、撮像部と、信号処理部または光学系とがまとめてパッケージングされた撮像
機能を有するモジュール状の形態であってもよい。また、本発明は、固体撮像装置のみで
はなく、撮像装置にも適用可能である。この場合、撮像装置として、高画質化の効果が得
られる。ここで、撮像装置は、例えば、カメラや撮像機能を有する携帯機器のことを示す
。また「撮像」は、通常のカメラ撮影時における像の撮りこみだけではなく、広義の意味
として、指紋検出なども含むものである。
【図面の簡単な説明】
【０２１７】
【図１】本発明の固体撮像装置（第１固体撮像装置）の一実施の形態（第１実施例）を示
した要部構成断面図である。
【図２】本発明の固体撮像装置（第１固体撮像装置）の効果を説明するエネルギーバンド
図である。
【図３】上記固体撮像装置（第１固体撮像装置）１の一変形例を示した要部構成断面図で
ある。
【図４】上記固体撮像装置（第１固体撮像装置）１の一変形例を示した要部構成断面図で
ある。
【図５】負の固定電荷を有する膜が周辺回路部上の近くにある場合の負の固定電荷の作用
を説明する要部構成断面図である。
【図６】本発明の固体撮像装置（第１固体撮像装置）の一実施の形態（第２実施例）を示
した要部構成断面図である。
【図７】本発明の固体撮像装置（第１固体撮像装置）の一実施の形態（第３実施例）を示
した要部構成断面図である。
【図８】本発明の固体撮像装置の製造方法（第１製造方法）の一実施の形態（第１実施例
）を示した製造工程断面図である。
【図９】本発明の固体撮像装置の製造方法（第１製造方法）の一実施の形態（第１実施例
）を示した製造工程断面図である。
【図１０】本発明の固体撮像装置の製造方法（第１製造方法）の一実施の形態（第１実施
例）を示した製造工程断面図である。
【図１１】本発明の固体撮像装置の製造方法（第１製造方法）の一実施の形態（第２実施
例）を示した製造工程断面図である。
【図１２】本発明の固体撮像装置の製造方法（第１製造方法）の一実施の形態（第２実施
例）を示した製造工程断面図である。
【図１３】本発明の固体撮像装置の製造方法（第１製造方法）の一実施の形態（第２実施
例）を示した製造工程断面図である。
【図１４】本発明の固体撮像装置の製造方法（第１製造方法）の一実施の形態（第３実施
例）を示した製造工程断面図である。
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【図１５】本発明の固体撮像装置の製造方法（第１製造方法）の一実施の形態（第３実施
例）を示した製造工程断面図である。
【図１６】本発明の固体撮像装置の製造方法（第１製造方法）の一実施の形態（第３実施
例）を示した製造工程断面図である。
【図１７】本発明の固体撮像装置の製造方法（第１製造方法）の一実施の形態（第４実施
例）を示した製造工程断面図である。
【図１８】本発明の固体撮像装置の製造方法（第１製造方法）の一実施の形態（第４実施
例）を示した製造工程断面図である。
【図１９】本発明の固体撮像装置の製造方法（第１製造方法）の一実施の形態（第４実施
例）を示した製造工程断面図である。
【図２０】本発明の固体撮像装置の製造方法（第１製造方法）の一実施の形態（第５実施
例）を示した製造工程断面図である。
【図２１】本発明の固体撮像装置の製造方法（第１製造方法）の一実施の形態（第５実施
例）を示した製造工程断面図である。
【図２２】酸化ハフニウム（ＨｆＯ2）膜に負の固定電荷が存在することを示すフラット
バンド電圧と酸化膜換算膜厚の関係図である。
【図２３】酸化ハフニウム（ＨｆＯ2）膜に負の固定電荷が存在することを示す界面準位
密度の比較図である。
【図２４】熱酸化膜を基準としたエレクトロン（電子）の形成とホール（正孔）の形成を
説明するフラットバンド電圧と酸化膜換算膜厚の関係図である。
【図２５】本発明の固体撮像装置の製造方法（第１製造方法）の第６実施例を示した製造
工程断面図である。
【図２６】第１製造方法の第６実施例で製造した負の固定電荷を有する膜を用いた固体撮
像装置のＣ－Ｖ（容量―電圧）特性を示した図である。
【図２７】第１製造方法の第６実施例で製造した負の固定電荷を有する膜を用いた固体撮
像装置のＣ－Ｖ（容量―電圧）特性を示した図である。
【図２８】第１製造方法の第６実施例で製造した負の固定電荷を有する膜を用いた固体撮
像装置のＣ－Ｖ（容量―電圧）特性を示した図である。
【図２９】本発明の固体撮像装置（第２固体撮像装置）の一実施の形態（第１実施例）を
示した要部構成断面図である。
【図３０】本発明の固体撮像装置（第２固体撮像装置）の一実施の形態（第２実施例）を
示した要部構成断面図である。
【図３１】本発明の固体撮像装置の製造方法（第２製造方法）の一実施の形態（第１実施
例）を示した製造工程断面図である。
【図３２】本発明の固体撮像装置の製造方法（第２製造方法）の一実施の形態（第１実施
例）を示した製造工程断面図である。
【図３３】本発明の固体撮像装置の製造方法（第２製造方法）の一実施の形態（第１実施
例）を示した製造工程断面図である。
【図３４】本発明の固体撮像装置の製造方法（第２製造方法）の一実施の形態（第２実施
例）を示した製造工程断面図である。
【図３５】本発明の固体撮像装置の製造方法（第２製造方法）の一実施の形態（第２実施
例）を示した製造工程断面図である。
【図３６】本発明の固体撮像装置（第３固体撮像装置）の一実施の形態（実施例）を示し
た要部構成断面図である。
【図３７】ホール蓄積補助膜を用いる固体撮像装置の構成の一例を示した要部構成断面図
である。
【図３８】本発明の固体撮像装置の製造方法（第３製造方法）の一実施の形態（実施例）
を示したフローチャートである。
【図３９】本発明の固体撮像装置の製造方法（第３製造方法）の一実施の形態（実施例）
を示した製造工程断面図である。
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【図４０】本発明の固体撮像装置の製造方法（第３製造方法）の一実施の形態（実施例）
を示した要部の製造工程断面図である。
【図４１】本発明の撮像装置の一実施の形態（実施例）を示したブロック図である。
【図４２】界面準位起因の暗電流の発生を抑制する手法を示した受光部の概略構成断面図
である。
【符号の説明】
【０２１８】
　１…固体撮像装置、１２…受光部、２１…界面準位を下げる膜、２２…負の固定電荷を
有する膜、２３…ホール蓄積層
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